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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

　

回次 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期

決算年月 平成19年６月 平成20年６月 平成21年６月 平成22年６月 平成23年６月

売上高 (千円) 1,708,2271,612,2431,539,864 ― ―

経常損失 (千円) 23,360 107,062132,696 ― ―

当期純損失 (千円) 3,839 141,864148,426 ― ―

純資産額 (千円) 1,014,173859,174750,122 ― ―

総資産額 (千円) 4,474,9393,648,7743,334,743 ― ―

１株当たり純資産額 (円) 10,399.328,809.596,848.24 ― ―

１株当たり当期純損失金
額

(円) 39.38 1,455.021,480.40 ― ―

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 22.7 23.5 22.5 ― ―

自己資本利益率 (％) △0.4 △15.1 △18.5 ― ―

株価収益率 (倍) ― ― ― ― ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 845,470565,352258,403 ― ―

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,202,336△1,012,44713,092 ― ―

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 829,654△156,914△182,144 ― ―

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 666,429 62,420 151,772 ― ―

従業員数 (名) 80 89 85 ― ―

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第37期より、連結対象となる子会社がありませんので連結財務諸表を作成しておりません。

３．第34期、第35期及び第36期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するもの

の１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期

決算年月 平成19年６月 平成20年６月 平成21年６月 平成22年６月 平成23年６月

売上高 (千円) 1,672,3191,594,4071,539,8641,603,5871,703,407

経常利益又は経常損失
(△)

(千円) △8,238 △95,928△133,186 50,064 42,017

当期純利益又は
当期純損失(△)

(千円) 25,439△127,136△148,338 33,518 74,583

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 178,375178,375190,375206,375211,071

発行済株式総数 (株) 97,500 97,500 109,500125,5002,552,400

純資産額 (千円) 1,014,176873,906750,122816,653893,665

総資産額 (千円) 4,463,3233,655,9703,334,7432,991,5942,974,231

１株当たり純資産額 (円) 10,399.358,960.686,848.246,499.13349.02

１株当たり配当額
(うち１株当たり
中間配当額)

(円)
100

(―)

―

(―)

―

(―)

70

(―)

5

(―)

１株当たり当期純利益
金額又は当期純損失金額
(△)

(円) 260.91△1,303.96△1,479.52299.40 29.59

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額

(円) 229.22 ― ― 287.30 29.34

自己資本比率 (％) 22.7 23.9 22.5 27.3 30.0

自己資本利益率 (％) 2.5 △13.5 △18.4 4.3 8.7

株価収益率 (倍) 44.08 ― ― 10.17 22.91

配当性向 (％) 38.3 ― ― 23.4 16.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― 292,174314,752

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― △22,122△152,441

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― △350,585△183,854

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) ― ― ― 71,238 49,695

従業員数 (名) 78 89 85 84 89

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第36期までは、連結財務諸表を作成しているため、「持分法を適用した場合の投資利益」、「営業活動による

キャッシュ・フロー」、「投資活動によるキャッシュ・フロー」、「財務活動によるキャッシュ・フロー」及

び「現金及び現金同等物の期末残高」は記載しておりません。

３．第37期及び第38期については、持分法を適用した場合の投資利益は、持分法を適用すべき関係会社はないため

記載しておりません。

４．第35期及び第36期については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であるため記載しておりま

せん。

５．第38期につきましては、平成23年６月１日付けで普通株式１株を20株に株式分割を行っており、記載内容は株

式分割後の株数により記載しております。
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２ 【沿革】

　

年月 事項

昭和49年２月 東京都台東区花川戸に株式会社フジコーを設立登記し、有害動物昆虫等の防除の受託および関連

商品の販売のため住まいと環境を守る環境事業を開始

昭和49年５月 神奈川県津久井郡城山町に相模原営業所を新設

昭和49年８月 家屋、ビル、鉄骨等の解体とその資材の販売のため、解体事業を開始

昭和51年２月 本社を東京都台東区駒形二丁目６番５号に移転

昭和52年８月 相模原営業所を分離し、株式会社フジコー相模原(資本金2,000千円)を設立

昭和63年３月 産業廃棄物収集運搬業許可を取得

昭和63年10月 千葉県印旛郡白井町(現千葉県白井市)に白井事業所を新設

平成３年１月 自走式破砕機によりコンクリート片、瓦等の建設廃材リサイクル事業を開始

平成３年６月 産業廃棄物処分業許可を取得

平成３年８月 白井事業所内にがれき類(コンクリート破片等)等の破砕再生施設を設置

平成８年４月 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時処置法による認定を取得し、白井事業所内に食品

資源の飼料化試験を開始

平成10年５月 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法による認定を取得し、

白井事業所内に食品資源の堆肥化試験を開始

平成12年７月 一般廃棄物処分業許可を取得

平成12年９月 千葉県印旛郡白井町(現千葉県白井市)に白井再資源堆肥化センターを新設、堆肥化事業として食

品循環資源のリサイクル事業を開始

平成13年６月 株式会社フジコー相模原を完全子会社化(当社の出資比率100％)、有限会社白井遊楽ファームを子

会社化

平成13年９月 本社を東京都台東区駒形二丁目７番５号に移転

平成15年１月 白井事業所に焼却施設「新１号炉」竣工

平成16年２月 白井事業所に焼却施設「新２号炉」竣工

平成16年３月 白井再資源化センターにてドイツの技術を導入し食品資源による乾式メタンガス発電施設完成

平成16年７月 東京証券取引所マザーズ市場に上場

平成16年11月 白井再資源化センターに「生ゴミ等による飼料化施設」竣工

平成18年３月 茨城県稲敷市に茨城工場を新設し廃遊技機、廃事務機器等のリサイクル事業を開始

平成18年４月 廃遊技機リサイクル事業の営業会社として株式会社フジコーユーギ(資本金20,000千円、当社の出

資比率87.5％)を設立

平成19年１月 株式会社フジコー相模原を吸収合併

平成19年11月 白井事業所内にバイオマスガス化発電施設を新設、バイオマス発電によりエネルギー資源の利活

用を開始

平成20年６月 廃遊技機、廃事務機器等のリサイクル事業を廃止し茨城県稲敷市の茨城工場を閉鎖。廃遊技機リサ

イクル事業の営業会社株式会社フジコーユーギを解散

平成21年10月 茨城県鉾田市に食品残渣を加工した液状飼料(リキッドフィード)による養豚事業を開始
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３ 【事業の内容】

当社は、当社(株式会社フジコー)及び非連結子会社(株式会社遊楽ファーム)により構成されており、建設

系リサイクル事業、食品系リサイクル事業、白蟻解体工事を行っております。なお、事業区分については、

「第５　経理の状況　２　財務諸表等　(1) 財務諸表　注記事項」に掲げるセグメント情報の区分と同一であ

ります。

当社の事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

　
セグメントの名称 事業内容 会社名

建設系リサイクル事業

首都圏近郊の廃棄物処理会社、ハウスメーカー並びに工場、倉庫、
ショッピングセンター等からの委託を受け、木くず、紙くず、廃プラ
スチック類、がれき類等の産業廃棄物及び一般廃棄物を受入れ、当社
が保有する施設において、焼却、破砕、リサイクル処理を行っており
ます。発電施設では、受入れた木くず等のバイオマス（生物資源）を
原料とした発電により、温室効果ガスの削減を推進し、自然エネル
ギーとして付加価値の高い電力販売を行っております。あわせて住
宅、アパート等の新築、改築時に発生する廃棄物を発生場所から処理
施設まで運搬する収集運搬業務を行っております。

当社

食品系リサイクル事業

食品関連事業者等から委託を受け、食品廃棄物のうち、リサイクル
が可能な食品循環資源である産業廃棄物及び一般廃棄物を受入れ、
当社が保有する施設において、発酵分解による堆肥化、メタン発電に
よる発電、乾燥及び発酵による飼料化へのリサイクル処理を行って
おります。当社が保有する養豚施設において、リサイクル製品である
リキッドフィードを利用して、豚の肥育を行っております。
再生堆肥の品質向上を目的として、農作物の栽培試験及び農作物

の生産販売を㈱遊楽ファームにて行っております。

当社
㈱遊楽ファーム

白蟻解体工事

建築関連事業者等からの依頼により、住宅及びアパート等の解体
工事、白蟻予防工事の見積調査及び施工を主として行っております。
あわせて、リフォーム会社からの依頼により、既存住宅の白蟻防除工
事、家屋害虫の駆除工事等を行っております。

当社

　

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

　

［事業系統図］
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４ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

　

５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

平成23年６月30日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

89 48.0 5.6 4,072

　

セグメントの名称 従業員数(名)

建設系リサイクル事業
54
(5)

食品系リサイクル事業
12
(4)

白蟻解体工事 9

全社(共通) 14

合計
89
(9)

(注) １．従業員数は、就業人員数であります。

２．従業員数欄の(外書)は、パートタイマー及び短時間労働者を記載しております。

３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

４．全社(共通)は、営業部門、技術開発部門並びに総務、経理等の管理部門の従業員であります。

　

(2) 労働組合の状況

労働組合は、結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当事業年度におけるわが国経済は、中国、インド等新興国の好調な内需に向けた輸出拡大により、企業

収益も回復傾向で推移するとともに政府によるエコカー減税、省エネ家電並びに住宅関連のエコポイン

ト等の国内景気対策により、回復基調で推移しました。しかしながら円高が定着するとともに改善傾向で

はありますが完全失業率は高水準で推移する等、回復ペースは緩やかなものとなりました。さらに平成23

年3月11日に東日本大震災が発生し、電力不足等の影響により企業の生産活動とともに個人消費が急激に

落ち込みました。震災からの復旧作業が進められる中で、雇用のさらなる悪化等、先行きは不透明な状況

が続いております。

当社を取り巻く事業環境は、住宅減税及び住宅エコポイント等の政策により新設住宅の着工戸数も増

加しておりますが、大幅に落ち込んだ平成21年との比較であり、絶対数では大幅な改善が見られず、減少

している市場環境において価格競争が発生する等、厳しい状況が継続しております。

このような外部環境において、中期的な安定稼働と適正な収益の確保を目的として、受入価格の安定化

が見込まれる非建設系廃棄物の受入強化を進めてまいりました。第３四半期には従前より手続を進めて

おりました焼却施設及び木くず破砕施設において事業範囲の変更許可を取得しております。取り扱い可

能な廃棄物の種類が増加することにより、価格競争の発生等、厳しい市場環境が継続しております建設系

廃棄物から一般廃棄物を含めたその他廃棄物へ転換することにより収益の拡大と営業キャッシュ・フ

ローの増加に努めてまいります。

食品系リサイクル事業におきましては、将来の中核事業への拡大を目的として、事業開始時から行って

おります堆肥化から飼料化拡大への取り組みを進めてまいりました。従来からの乾燥飼料に加え、リキッ

ドフィード（食品循環資源を液状化させた畜産向け飼料）の加工方法及び原料の改善を進めることによ

り、今後の需要増加に対応可能な体制の構築に努めてまいりました。また、第４四半期に業務提携を締結

しました㈱ファームネットジャパンとの協力体制により、養豚施設の肥育状況も大幅に改善し、ハム・

ソーセージ等の加工食品及び外食店舗向けに安定的な出荷体制の構築に努めてまいりました。

上記の取り組みに加え、第４四半期後半には震災関連廃棄物の受入を行うことにより廃棄物の受入数

量が増加した結果、当期の売上高は1,703百万円（前期比6.2％増）となりました。原価は消耗品、修繕費

等の維持管理費が82百万円、鉾田ファームに関する費用が55百万円、その他売上高の増加に伴う外注費等

が増加したことにより、前期と比較して164百万円の増加となりました。一方、販売費及び一般管理費は研

究開発費、支払手数料等各費目において削減に努めた結果、前期比54百万円の減少となりました。原価の

増加により、営業利益は124百万円（前期比7.6％減）、経常利益が42百万円（前期比16.1％減）となりま

した。特別損失が減少するとともに来期の見通しを踏まえ、繰延税金資産の回収時期を見直した結果、当

期純利益は74百万円（前期比122.5％増）となりました。
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　セグメントの業績は、以下のとおりです。　

　セグメント別売上高

セグメントの名称 売上高 構成比 前期比

建設系リサイクル事業 1,234百万円 72.5％ 6.0％

食品系リサイクル事業 282百万円 16.6％ 5.9％

白蟻解体工事 185百万円 10.9％ 8.3％

合計 1,703百万円 100.0％ 6.2％

　
　①　建設系リサイクル事業

　　建設系リサイクル事業は、一般廃棄物を含めた非建設系廃棄物の受入強化に注力することにより、受入価

格の安定化に努めてまいりました。焼却施設における建設系廃棄物の受入平均単価は前期比10.3％向上

しておりますが、受入数量は54.3％減少しております。その他廃棄物は受入平均単価が8.4％向上すると

ともに、受入数量も14.7％増加しております。一般廃棄物も受入平均単価が7.4％向上するとともに、受入

数量が50.1％増加したことにより、施設合計では受入数量が9.1％減少しておりますが、受入平均単価は

8.6％向上しております。発電施設につきましても取引先社数の増加により、受入数量の確保と受入価格

の安定化に努めてまいりました。その結果、受入数量は8.5％減少しておりますが、受入平均単価は17.5％

向上した結果、売上高は7.5％増加しております。発電施設の売上高は345百万円（前期比7.2％増）、維持

管理費が増加しておりますが売上総利益は124百万円（前期比7.2％増）となりました。がれき類等のそ

の他廃棄物の売上高は、新規取引先の増加に加え、第４四半期に震災関連廃棄物の受入数量が増加したこ

とにより前期比59百万円の増加となりました。収集運搬につきましては、リフォーム工事の収集業務が増

加しておりますが、新築関連が減少しておりますので前期比で６百万円の減少となりました。

　これらの結果、売上高は1,234百万円（前期比6.0％増）、売上原価は維持管理費が増加したことにより、

前期比12.4％増の1,013百万円となり、売上総利益は220百万円（前期比15.9％減）となりました。

（単位：百万円）

　 当期 前期 前期比 計画 計画比

売上高 1,234 1,164 69 1,182 51

売上原価 1,013 902 111 969 44

売上総利益 220 262 △41 213 7
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　②　食品系リサイクル事業

　　　食品系リサイクル事業は、中核事業への拡大に向けた取り組みを進めてまいりました。受入数量は工場等

から発生する産業廃棄物は単品物（野菜、麺類等一種類での発生数量が多い物）が多く、飼料原料として

需要が増加傾向であるため一部において受入価格が下落しており、工場渡しで有価になっている物も発

生しております。当社はこのような環境下において、受入価格の安定化に努めた結果、受入平均単価は

2.7％向上しておりますが、受入数量は30.2％減少しております。一方、スーパー等から発生する一般廃棄

物は受入価格も安定しており、新規取引先の増加等により受入数量は11.0％増加しております。農業との

連携強化による取り組みとして、再生堆肥を利用した農作物の販売を行うとともにリキッドフィード

（液状化飼料）による肥育豚の販売拡大に努めてまいりました。また将来の事業拡大に向けた発酵飼料

の研究開発として、ダチョウの肥育試験を開始しております。

　　　これらの結果、売上高は282百万円（前期比5.9％増）、売上原価はリサイクル施設の運営費用は各費目の

削減に努めた結果、前期比で9百万円減少しておりますが、鉾田ファームの運営費用が増加したため、前期

比26.6％増の217百万円となり、売上総利益は65百万円（前期比31.3％減）となりました。

（単位：百万円）

　 当期 前期 前期比 計画 計画比

売上高 282 267 15 272 10

売上原価 217 171 45 217 0

売上総利益 65 95 △29 55 10

　
　③　白蟻解体工事

　　　白蟻防除工事は、新築工事及び既存工事ともに若干増加したため、前期比2百万円（4.0％増）増の売上高

となりました。解体工事は戸建て住宅の回復傾向により、前期比12百万円（10.2％増）増加しておりま

す。

　　　これらの結果、売上高は185百万円（前期比8.3％増）、売上原価は前期比5.3％増の153百万円となり、売上

総利益は32百万円（前期比25.4％増）となりました。

（単位：百万円）

　 当期 前期 前期比 計画 計画比

売上高 185 171 14 185 0

売上原価 153 145 7 152 0

売上総利益 32 26 6 32 0
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(2) キャッシュ・フロー

　　　当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ21百万円減少し、49百万円となりました。

当事業年度における活動毎のキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　
　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　　営業活動の結果得られた資金は314百万円（前事業年度は292百万円の収入）となりました。これは主に減

価償却費の計上265百万円、税引前当期純利益28百万円の計上等によるものであります。

　
　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　　投資活動の結果使用した資金は152百万円（前事業年度は22百万円の支出）となりました。これは主に有

形固定資産の取得による153百万円の支出によるものであります。

　
　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　　財務活動の結果使用した資金は183百万円（前事業年度は350百万円の支出）となりました。これは主に短

期借入金による55百万円の収入と長期借入金、割賦未払金の償還等による237百万円の支出によるもので

あります。

　
(参考)　キャッシュ・フロー関連指標の推移

　
第34期

平成19年６月期
第35期

平成20年６月期
第36期

平成21年６月期
第37期

平成22年６月期
第38期

平成23年６月期

自己資本比率 ― ― ― 27.3％ 30.0％

時価ベースの自己資本比率 ― ― ― 13.2％ 58.2％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

― ― ― 6.6年 5.6年

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

― ― ― 3.7 4.7

注１．各指標の算出方法は次のとおりであります。

　①　自己資本比率：自己資本／総資産

　②　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　③　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

　④　インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

２．各指標は、いずれも個別ベースの財務諸表により算出しております。

３．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。

４．キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」を使用しておりま

す。

５．有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象にしております。

また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。

６．当社は、平成22年６月期より非連結会社となっており、連結財務諸表は作成しておりません。そのため、平成19年6

月期～平成21年6月期については記載しておりません。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当社の生産実績の内容は販売実績と一致しているため、「(3) 販売実績」を参照してください。

　
(2) 受注状況

当社は、受注と役務の提供がほぼ同時であるため、受注管理は行っておりません。

　
(3) 販売実績

販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。
　

セグメントの名称
当事業年度

(自  平成22年７月１日
至  平成23年６月30日)

前期比

建設系リサイクル事業 1,234百万円 6.0％

食品系リサイクル事業 282百万円 5.9％

白蟻解体工事 185百万円 8.3％

合計 1,703百万円 6.2％

(注) １．前事業年度及び当事業年度の主な取引先別の販売実績及び当該販売実績につきましては総販売実績に対する

割合が100分の10未満であるため記載を省略しております。

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

３ 【対処すべき課題】

当社を取り巻く事業環境は、資源として廃棄物の利活用が促進され、国の施策におきましてもバイオマス

の資源化及び廃棄物のエネルギー活用が望まれており、このような環境下におきまして、新たに開発される

技術を廃棄物リサイクル事業に活用することにより、環境分野における事業性の確立を図り、事業規模の拡

大と収益構造の強化を進めることが最重要課題であると認識し、設備の拡充を行ってまいりました。

一方、当社の主力事業でありました建設系廃棄物を取り巻く事業環境は、改正建築基準法の施行、サブプ

ライムローンに端を発した金融危機による建設不動産不況、雇用及び所得の不安定化による新設住宅の減

少等、極めて厳しい状況が継続しております。このような事業環境下におきまして、外部環境に左右されな

い事業体質の構築に注力してまいりました。具体的には取引業種の拡大、食品系リサイクル事業の拡大、一

般廃棄物の受入強化に加え、営業体制を強化するとともに売上原価、販売費及び一般管理費の削減に取り組

んだ結果、収益構造も大幅に改善しております。中期的には、建設系リサイクル事業の収益改善及び食品系

リサイクル事業の拡大に注力してまいります。建設系リサイクル事業は、廃棄物の減少により価格競争等が

発生している建設廃棄物の構成割合を減少させ、事業系の産業廃棄物及び一般廃棄物の受入数量を拡大す

ることにより受入価格の安定化を図るとともに各施設の稼働率向上を目指してまいります。また、食品系リ

サイクル事業につきましては飼料化事業において、外部販売量の増加を推進することにより受入数量の拡

大を目指してまいります。これらを進めることにより、今後も経常利益率及び営業キャッシュ・フローの向

上に努めてまいります。

財務体質の改善につきましては、純利益の計上と借入金の返済により自己資本比率は向上しております

が、安定的な負債の減少及び純利益の計上により自己資本比率のさらなる向上を目指してまいります。
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４ 【事業等のリスク】

当社の事業展開上、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項を以下に記載しております。当

社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針であ

りますが、結果的にそれらの回避及び対応により完全に対処できるわけではありません。また、以下の記載

は本株式への投資に関連するリスクをすべて網羅するものではありませんので、この点ご留意ください。

(1) 事業内容に関する事項について

①  廃棄物処理施設について

当社の主要設備は、施設の設計時から公害等の発生原因の軽減と効率的な稼動を考慮した設計を行

い、設備の導入を進めてまいりました。バイオマスガス化発電施設は平成19年に竣工しており、最新の

設備を導入しております。しかしながら、食品系リサイクル施設は平成12年、建設系リサイクル施設は

平成14年の竣工であり、日常の点検管理には取り組んでおりますが、経年劣化による維持管理費の増加

発生も予測されます。

各設備の日常点検・維持管理・整備を徹底するとともに、火災等の事故発生防止に対してもマニュ

アルによる社内管理体制を徹底し、24時間の管理体制を整えております。さらに営業管理棟を含め、各

施設の建物につきましては、震災等の自然災害に備えスラブ構造の基礎を採用する事等による対策を

講じておりますが、偶発的な火災、爆発事故の発生及び想定を超えた地震・暴風雨等天災の影響により

施設が損傷・倒壊・破壊した場合、事業活動の一部または大部分が停止状態となります。このような事

態が発生した場合は、当社の事業運営及び経営成績に多大な影響が及ぶ可能性があります。万一、こう

した事故を含め、排出基準を上回る環境汚染物質を排出してしまった場合は操業停止が命じられる事

があります。また当社処理施設の周辺地域に甚大な影響が生じ、当社に対して多大な損害賠償請求が発

生する可能性があります。

②  当社の事業所用地について

当社の処理施設は千葉県白井市にありますが、白井再資源化センター用地、焼却施設用地及び道路用

地の一部を賃借しております。現時点において、用地の貸主と当社の関係は良好で、賃貸条件の変更や

更新拒絶がなされる可能性は低いものと考えておりますが、貸主の事情により、当該用地が第三者に売

却された場合等においては、賃借料の値上げ等の条件変更がなされるケース、期間満了後に契約更新さ

れないケースが発生する恐れは否定できません。契約の更新がなされない場合、解除その他の理由によ

り当社の処理施設の事業所用地に関する賃貸借契約が終了した場合には、代替の事業所用地を確保す

ることは困難を伴うことが予想され、当社の事業継続が困難となる可能性があります。当社としては、

上述のとおり賃貸借契約が継続しない可能性もあります。また、新しい事業所用地の確保には各種許可

や自治体との事前協議等が必要であり、万一移転等の必要性が発生した場合、移転先での操業開始には

長期の手続き期間が発生いたします。今後、長期間の賃借契約の締結等、安定的な事業基盤の形成に努

める方針でありますが、現時点ではかかる安定的な事業所用地の確保が保証されるものではありませ

ん。
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(2) リサイクル事業に関する法的規制について

当社の建設系リサイクル事業および食品系リサイクル事業は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

（以下廃棄物処理法という。）「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」（以下食品リサイク

ル法という。）の許認可に基づく事業展開を行っております。当社が取得しております許可及び登録は廃

棄物処理法に基づくものが大部分でありますが、当該許可及び登録に関しては多くの規制がございます。

当社の事業活動を取り巻く法的規制は次のとおりであります。

①  許可の新規取得と更新について

産業廃棄物収集運搬業・処分業及び一般廃棄物処分業許可の新規取得及び更新時において、一般廃

棄物処分業においては廃棄物処理法第７条第５項、産業廃棄物収集運搬業・処分業においては廃棄物

処理法第14条第５項に記載されている基準に当社が適合していると認められない場合、許可の新規取

得の申請が却下されたり、更新がされない可能性があります。

また、産業廃棄物収集運搬業・処分業許可の新規取得及び更新時並びに一般廃棄物及び産業廃棄物

処理施設の設置許可申請を行う際に提出する申請書類には、一定の持株比率を有する株主の住民票の

写し、登記事項証明書もしくは登記簿の謄本等特殊な書類の提出義務があります。かかる書類・手続き

等が不備である場合、許可の新規取得の申請が却下されたり、更新がされない可能性があります。

現在、当社は当該基準に適合しておりますので、産業廃棄物収集運搬業及び処分業、一般廃棄物処分

業の更新許可を取得しており、許可の新規取得の申請が却下されたり、更新がされない事由はございま

せん。万一、当該基準に当社が適合しなくなった場合は許可の新規取得の申請が却下されたり、更新が

されないため、当社の事業活動は事実上停止状態となります。

②  当社の事業活動の停止及び取消し要件について

廃棄物処理法には収集運搬業及び処分業許可についての停止要件並びに取消し要件が定められてお

ります。これらの要件に当社が該当する可能性がある場合、当社に対し、指導、改善命令、措置命令、営業

停止等の行政処分がなされることになり、改善が認められない場合等、許可の取消し処分が下される恐

れがあります。また当社が今後、リサイクル事業を拡大する際にも廃棄物処理法における許認可の取得

が前提となり、当社が廃棄物処理業許可の停止並びに取消し要件に該当した場合、新規の許可取得は不

可能となります。このような事態が発生した場合、リサイクル事業からの撤退を含めた経営判断を迫ら

れ、当社の事業展開は大きく影響を受けることになる可能性があります。

現在、当社は当該基準に抵触して許可の停止及び取り消し要件に該当する事由はございません。万

一、当該基準に当社が該当した場合は許可の停止及び取り消し処分となり、当社の事業活動は事実上停

止状態となります。
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③  その他配慮すべき法令について

その他、当社が事業を行う上で配慮すべき環境に関連する主な諸法令には以下のものがあります。

１) 大気汚染防止法及びダイオキシン類対策特別措置法

当社が設置する、焼却炉及びボイラー等の設置、維持管理について、同法により規制されておりま

す。これらの施設を設置する際は、設置届（施設の概要、排出ガスの量、組成等の予想値を記載）及び

排出ガスの定期的な測定と測定結果の保存が義務付けられております。

２) 水質汚濁防止法

当社の設置する施設から排出する雨水等の水質基準について、同法により規制されております。

３) 悪臭防止法

当社の設置する施設から発生する臭気等の基準について、同法により規制されております。

４) 騒音規制法・振動規制法

当社が設置する、送風機、破砕機等から発生する騒音、振動について同法及び同法に基づく「白井

市公害防止条例」並びに「茨城県生活環境の保全等に関する条例」により規制されております。設

置機器から発生する騒音及び振動を基準値以内にするため、防音及び防振対策を講じる必要があり

ます。

５) 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

食品循環資源の再生利用並びに発生の抑制及び減量を促進することを目的としています。具体的

には食品加工事業者、国、地方自治体等の責務を明確にし、運用方法と目標を定められています。

６) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

建設工事(建物の新築及び解体工事)から発生する「木材」「コンクリート片」「アスファルト

片」を再資源化することが規定されております。当社で受注しております解体工事において、工事着

工前の届出及び分別解体の施工・発生材の再資源化施設への搬入等が義務付けられております。

④  産業廃棄物処理に関する法的規制に対する行政の変化について

現在のところ、これらの法律及び規制が当社の事業展開の障害になるようなケースはありません。し

かしながら、社会的な環境意識の高まりにより上記諸法令の規制が一段と強化される可能性がありま

す。また、当社が全ての法律及び規制の解釈を含め、完全に掌握していない可能性もあります。さらに解

釈に関して、当社と行政側に相違があるケースも存在する可能性があります。当社は、法令遵守を徹底

する上でも、その解釈について疑義がある場合は、その疑義が解消されるまで、努力していく方針であ

ります。

今後、当社の事業が新たな何らかの法的規制を受けた場合には、当社の事業展開が中断もしくは延

期、規制への対処のためのコスト発生などによって、業績に影響が及ぶ可能性があります。
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(3) 財政状況、経営成績について

①  借入金の依存度が高いことについて

当社の主要業務である廃棄物処理事業は、設備投資に多額の資金が必要であり、現在保有しておりま

す諸設備の資金調達は大部分が金融機関からの借入等に依存しております。このため、平成23年６月末

現在の総資産に占める借入金および設備購入にともなう割賦未払金等の割合は59.6％と高くなってお

ります。

また平成22年３月末に全取引金融機関との間で借入金の返済金額並びに返済期間の変更に関する契

約を締結しております。従って、新規の資金調達が必要な場面において機動的な調達が困難な恐れがあ

ります。また金利の変動により支払利息の負担が増加し、さらに返済額が営業キャッシュ・フローで補

えない事態が発生した場合、当社の経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

②  株式価値の希薄化について

当社はバイオマスのエネルギー化並びにリキッドフィード化等のリサイクル事業拡大に向けた今後

の設備投資においても、借入金、リース等による資金調達を行う計画でありますが、総資産に占める有

利子負債の割合は高水準で推移しております。今後、財務体質の改善に向けた新株発行による資金調達

及び設備投資資金を新株発行により調達する可能性もあります。

これらの目的で新株発行を行った場合、利益水準は向上するものと予測しておりますが、保有株主の

株式価値を希薄化させる可能性があります。また、当社株式の株価次第では短期的な需要バランスの変

動が発生し、株価への影響を及ぼす可能性があります。

③  長期借入金の返済方法について

当社は、平成22年３月末に全ての金融機関と既存借入金の返済方法並びに返済期間の変更に関する

契約を締結しております。当該変更契約では、平成24年６月までの返済方法を定めておりますが、平成

24年７月以降の返済方法及び返済期間につきましては、平成23年12月までに各金融機関と協議を行い、

決定することと定められております。現在、当社の経営成績は当該契約締結時と比較して改善傾向で推

移しておりますので、平成24年７月以降の返済方法につきましても各事業年度の営業キャッシュ・フ

ローを返済原資とする契約更新を締結することが可能であると判断しておりますが、今後の当社の業

績動向により、営業キャッシュ・フローを上回る返済又は利率の大幅な上昇を求められた場合、当社の

財務状況は著しく悪化する恐れがあります。
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(4) 今後の経営方針について

①  処理施設の建設許可について

廃棄物処理業においては、処理施設の設置許可(廃棄物処理法第15条)が必要となりますが、その許可

申請に当たっては、建築基準法第51条に基づく位置指定許可を得る必要があります。その他、都市計画

法第29条開発行為許可(市街化調整区域に建設する場合)、大気汚染防止法等の環境規制法令に基づく

届出、自治体との事前協議等も必要となる場合があります。廃棄物処理施設の設置許可基準は廃棄物処

理法第15条の２に定められております。

また、近年は環境保全の観点から、廃棄物処理施設の構造基準・維持管理基準の規制が強化されてお

りますので、今後は、実質的に廃棄物処理施設の設置許可が取得し難い状況が想定されます。また、近年

は環境保全の観点から、廃棄物処理施設の構造基準・維持管理基準の規制が強化されておりますので、

今後は、実質的に廃棄物処理施設の設置許可が取得し難い状況が想定されます。

当社はこのような事業環境においても、既に稼動中の処理施設の設置許可を順次取得し、現在に至っ

ておりますが、今後、処理施設の建設に関し、必要な許認可等が何らかの理由で取り消しになった場合、

新しく申請した許認可等が何らかの理由で取得できなかった場合には、当社の事業活動が制約され、今

後の経営成績に影響が及ぶ可能性があります。

②  食品系リサイクル事業の将来性について

１) 食品系リサイクル事業について

当社は、現在、食品系リサイクル事業において食品循環資源の堆肥化・飼料化を中心に進めており

ます。当社の営業活動範囲である首都圏近郊において、食品循環資源の大型処理施設が少なかったこ

ともあり、競争力を有した事業展開が可能でありましたが、平成18年３月より食品リサイクル法が完

全施行された事により、食品循環資源のリサイクル市場へ数多くの企業の参入し、大型のリサイクル

施設を設置されております。

当社は、食品循環資源の堆肥化・飼料化・乾式メタン発電を組み合わせたリサイクルシステムの

構築に加え、農業との連携を深めることにより競争力を確保するための活動を進めておりますが、競

争環境が急変する可能性があります。また、今後、画期的な新技術や他のリサイクル方法により、当社

方式が陳腐化その他で受け入れられなくなった場合ならびに食品工場等のリサイクル技術の革新等

により、食品廃棄物の発生が著しく減少した場合には、当社の事業が抑制され、当社の経営成績に影

響を与える可能性があります。

２) 飼料化リサイクル事業について

当社は、食品循環資源の飼料化リサイクル事業の拡大を進めております。食品循環資源の飼料化

は、再生飼料の安全性、品質、保存方法等の課題はありますが、現状輸入飼料に依存し、バイオエタ

ノールの生産量増加等により飼料価格が高騰しているため、畜産経営のコスト削減を目的とした再

生飼料の需要は高まるものと見込んでおります。しかしながら、供給ルートの確保ができない場合

は、飼料化リサイクル事業として十分な競争力を確立できないため、当社の経営成績に影響を与える

可能性があります。

３) 白井事業所以外での展開について

当社は、バイオマス資源の利活用事業の拡大を目指して、中期的な展望として白井事業所以外での

再資源化センターの新設を検討しておりますが、その場合、当社の実績がなく、知名度が低い地域に

おいて施設設置に関する許認可手続きを進める必要が生じます。当社の計画通りに施設設置の手続

きが円滑に進行しない可能性があります。その場合、当社は中期的戦略を変更せざるを得なくなりま

す。
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(5) 減損会計について

当社は平成18年６月期より「固定資産の減損に係る会計基準」及び「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」を適用しております。当社の固定資産・リース資産について、稼働率の低下及び利益率の低

下等により、施設毎の損益または営業キャッシュ・フローの継続的なマイナスにより減損処理が必要と

なり減損損失を計上する必要が生じた場合、固定資産を多く保有する事業形態であるため、業績に多大な

影響を与える可能性があります。

　
(6) Ｍ＆Ａについて

当社では、今後の事業規模の拡大を図る手段として廃棄物処理施設の設置許可取得期間を短縮するた

め、Ｍ＆Ａを重要な手法として位置づけております。Ｍ＆Ａを行う際は、その対象企業の財務内容や契約

関係等について詳細なデューデリジェンスを行うことによって極力リスクの低減に努める所存でありま

すが、Ｍ＆Ａを行った後に、偶発債務や未認識債務が発生する場合等が考えられます。また、Ｍ＆Ａの対象

会社が外部環境の変化等各種の要因により、当社の当初の期待どおりの、成果をあげられない可能性もあ

ります。これらの場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

　
５ 【経営上の重要な契約等】

(提出会社)

　

契約先 内容 期間 備考

個人 焼却施設土地賃借契約
平成12年９月１日から10年間
自動更新

土地  6,611平方メートル

個人 再資源化センター土地賃借契約
平成10年８月25日から10年間
自動更新

土地  1,956平方メートル

　

６ 【研究開発活動】

当社の研究開発は技術部において、循環型経済社会の構築に向け、バイオマスの利活用及び廃棄物のエネ

ルギー活用を目的とした技術開発に取り組んでおります。

当事業年度の研究開発は、食品系リサイクル事業において、畜産農業との連携を深め、食品循環資源の飼

料化増産に向けた取り組みとして、発酵飼料の開発及びダチョウへの給餌試験を茨城県稲敷市の社有地に

て行っております。これらの取り組みによる当事業年度の研究開発費の総額は４百万円であります。

　

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当事業年度の財政状態及び経営成績の分析は以下のとおりであります。

なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されてお

ります。財務諸表の作成にあたり、見積りが必要な事項につきましては、合理的な基準に基づき、会計上の

見積りを行っております。

詳細につきましては「第一部  企業情報  第５  経理の状況  ２  財務諸表等」財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項をご参照ください。
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(2) 経営成績の分析

①  売上高及び営業利益

売上高につきましては、「第一部　企業情報　第２　事業の状況　１　業績等の概要　(1)業績」に記載の

とおりであります。

営業利益は、124百万円（前期比7.6％減少）となり、売上高対営業利益率は7.3％となりました。

②  営業外損益及び経常利益

営業外収益は8百万円となり、前事業年度と比較して５百万円減少いたしました。主な要因は、パーク

ゴルフ場入場料収入の減少によるものであります。営業外費用は90百万円となり、前事業年度と比較し

て７百万円減少しております。主な要因は、借入金の返済額変更による支払利息の減少によるものであ

ります。この結果、経常利益は42百万円（前事業年度比16.1％減少）となり、売上高対経常利益率は

2.5％となりました。

③  特別損益、法人税等、当期純利益

特別利益は0百万円となり、前事業年度と比較して概ね同額となりました。特別損失は14百万円とな

り、前事業年度と比較して32百万円減少しております。主な要因は、前事業年度において事業構造改善

費用の計上によるものであります。この結果、税引前当期純利益は28百万円となりました。法人税、住民

税及び事業税は合計で１百万円となりました。法人税等調整額を47百万円計上した結果、当期純利益は

74百万円（前事業年度比122.5％増加）となり、売上高対純利益率は4.4％となりました。

　

(3) 財政状態の分析

　　　当事業年度における総資産の状況は前事業年度末に比べ17百万円減少し、2,974百万円となりました。

　　　流動資産は、前事業年度末と比較して26百万円増加し、346百万円となりました。主な要因は、借入金の返済

等により現預金が21百万円減少、売上高の増加により売掛金が58百万円増加したことによるものであり

ます。

　　　固定資産は、前事業年度末と比較して44百万円減少し、2,627百万円となりました。主な要因は、減価償却に

より265百万円、減損及び除却損により13百万円減少、取得により195百万円、繰延税金資産の計上により

51百万円増加したことによるものであります。

　　　流動負債は、前事業年度末と比較して114百万円増加し、513百万円となりました。主な要因は、短期借入金

が55百万円増加、売上原価の増加により買掛金が47百万円増加したことによるものであります。

　　　固定負債は、前事業年度末と比較して208百万円減少し、1,566百万円となりました。主な要因は、借入金及

び割賦未払金の返済によるものであります。

　　　負債合計は、前事業年度末と比較して94百万円減少し、2,080百万円となりました。

　　　純資産は、前事業年度末と比較して77百万円増加し、893百万円となりました。主な要因は、新株予約権の行

使及び当期純利益の計上によるものであります。

これらの結果、自己資本比率は前事業年度末の27.3％から2.7％改善し、30.0％となりました。
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(4) 経営成績に影響を与える重要な要因について

「第一部  企業情報  第２  事業の状況  ４  事業等のリスク」に記載のとおりであります。

　
(5) 資本の財源及び資金の流動性営業外損益及び経常利益

①  キャッシュ・フロー

「第一部  企業情報  第２  事業の状況  １  業績等の概要  (2)キャッシュ・フロー」に記載の

とおりであります。

②  資金需要

当社の資金需要につきまして、運転資金の主なものは、廃棄物のリサイクル及び処理施設の運営管理

に関する人件費、電気光熱費、燃料費、修繕費、外注等の売上原価並びに営業企画、管理部門の人件費、支

払手数料、賃借料等の販売費及び一般管理費であります。設備資金の主なものは、廃棄物処理リサイク

ル施設の新設、改修、増設及び車両、重機等の購入資金であります。

③  財務政策

当社は売掛金の滞留期間が40日間前後であり、営業債務である買掛金及び未払金の支払期日が50日

前後でありますので、運転資金は内部資金を利用しております。

設備資金は少額物件につきましては、内部資金及びリース契約による調達を行っており、高額物件は

長期借入金及び割賦契約による調達を行っております。

当社は、長期的な事業拡大を目指して積極的な設備投資を行なった結果、当事業年度末において、負

債総額は2,080百万円であります。今後も収益構造の強化と持続的な成長に向けた設備投資が必要とな

りますので、当社としては営業キャッシュ・フローを重要な経営指標として事業を行ない、借入金との

バランスを考慮しながら設備投資を行なってまいります。中長期的に営業キャッシュ・フローの拡大

と営業利益率の向上を目指すことにより、必要な設備投資資金の調達が可能であると考えております。
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(6) 経営者の問題認識と今後の方針について

当社の中長期的な戦略は、平成14年12月に閣議決定された「バイオマスニッポン総合戦略」に基づく

リサイクル事業の拡大を目指しております。具体的には食品系リサイクル事業の拡大と廃棄物のエネル

ギー活用に経営資源を投入する方針であります。また、廃棄物処理施設の設置は、土地の取得から許可手

続を進め、建設工事を行い営業稼動運転を開始するまでに長期間を要し、営業運転開始後も安定稼動を見

極めたうえで受注活動を開始する業態であります。そのため、同業他社との事業提携を行うことにより、

事業拡大の期間短縮が可能であると考え、相互に相乗効果が発揮できる業務提携を模索しております。同

業他社との業務提携は、中長期的な成長戦略において取り組むべき課題であると考えております。

食品系リサイクル事業は、循環型経済社会への移行という社会背景とともに食品リサイクル法の改正

により食品循環資源の利活用の拡大が促進されております。このような事業環境において、同業他社の新

規リサイクル施設が首都圏各地において開業し、新規参入が増加しております。当社では、食品リサイク

ル市場は草創期から成長期への発展過程であると考えており、食品リサイクル事業のパイオニアとして、

農業および畜産業との連携を深めることにより、今後の成長戦略の中核事業としてリサイクル手法の技

術革新を行うとともに事業の拡大を目指しております。

一方、当社の主力事業でありました建設系廃棄物を取り巻く事業環境は、改正建築基準法の施行、サブ

プライムローンに端を発した金融危機による建設不動産不況、雇用及び所得の不安定化に新設住宅の減

少等、極めて厳しい状況が継続しております。このような事業環境下におきまして、外部環境に左右され

ない事業体質の構築が急務であると認識しております。具体的な対応策として、取引業種の拡大、食品系

リサイクル事業の拡大、一般廃棄物の受入強化に加え、営業体制を強化するとともに原価並びに販売管理

費の削減に取り組んだ結果、収益構造も大幅に改善しております。

今後も建設系リサイクル事業の収益改善及び食品系リサイクル事業の拡大に注力してまいります。建

設系リサイクル事業は、廃棄物の減少により価格競争等が発生している建設廃棄物の構成割合を減少さ

せ、事業系の産業廃棄物及び一般廃棄物の受入数量を拡大することにより受入価格の安定化を図るとと

もに各施設の稼働率向上を目指してまいります。また、食品系リサイクル事業につきましては飼料化事業

の拡大により、外部販売量の増加を推進することにより受入数量の拡大を目指してまいります。これらを

進めることにより、今後も経常利益率及び営業キャッシュ・フローの向上に努めてまいります。

財務体質の改善につきましては、純利益の計上と借入金の返済により自己資本比率は向上しておりま

すが、安定的な負債の減少及び純利益の計上により自己資本比率の向上を目指してまいります。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当事業年度中において実施いたしました設備投資の総額は195百万円となりました。その主なものは、当

社白井事業所における焼却施設及び木くず破砕施設の事業範囲の変更許可にともなう設備投資と鉾田

ファームにおける養豚施設内の自動給餌装置等の設備投資であります。

なお、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

　

２ 【主要な設備の状況】

当社における主要な設備は、以下のとおりであります。

平成23年６月30日現在

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業
員数
(名)建物及び

構築物

機械装置
及び
運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

白井事業所
(千葉県白井市)

建設系・食品
系リサイクル
事業・白蟻解
体工事

再生処理設備
等

1,059,6261,007,812
101,284
(13,299)
[17,584]

4,2062,172,92975

相模原営業所
(神奈川県相模原市)

白蟻解体工事
事務所、白蟻
駆除・予防器
具

545 36433,044 2 33,957 5

鉾田ファーム
(茨城県鉾田市)

食品系リサイ
クル

養豚施設 32,75924,677
6,143
(14,024)

4,57268,152 3

本社
(東京都台東区)

消去又は全社 管理部設備
－
[200]

3,096 － 198 3,295 6

(注) １．帳簿金額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定を含んでおります。

２．上記中［外書］は、賃借設備であり、面積(㎡)を記載しております。

３．主な賃借設備は、次のとおりであります。
　

事業所名 設備の区分
賃借及び
リース期間

年間賃料及び
リース料(千円)

リース契約残高
(千円)

白井事業所
機械装置及び運搬具(所有
権移転外ファイナンス・
リース)

２年～７年 5,620 5,570

　

３ 【設備の新設、除却等の計画】

当社の設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。

なお、当事業年度末現在における重要な設備の新設、除却等の計画はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社フジコー(E05396)

有価証券報告書

21/84



第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 4,800,000

計 4,800,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成23年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年９月28日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 2,552,400 2,559,400
東京証券取引所
マザーズ市場

（注）

計 2,552,400 2,559,400― ―

(注) １．権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

２．当社は、単元株制度を採用しており、１単元の株式数は100株であります。

３．「提出日現在発行数」欄には、平成23年９月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使に

より発行された株式数は含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

　　会社法の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①平成21年９月18日定時株主総会決議並びに平成22年３月３日取締役会決議

　
事業年度末現在
(平成23年６月30日)

提出日の前月末現在
(平成23年８月31日)

新株予約権の数(個) 38 38

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 7,600 7,600

新株予約権の行使時の払込金額(円) 161 同左

新株予約権の行使期間
自  平成23年３月25日
至  平成26年３月24日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格       161
資本組入額      81

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は権利行使時
においても当社取締役、監
査役、従業員または当社子
会社取締役、監査役、従業員
のいずれかの地位であるこ
とを要する。

②新株予約権の譲渡、質入れ
その他担保設定及び相続は
認めない。

③その他新株予約権の割当に
関する条件については、本
総会決議及び新株予約権発
行の取締役会決議に基づ
き、当社と新株予約権の割
当を受ける者との間で締結
する契約に定める。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得
については取締役会の承認を
要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １．平成23年４月22日開催の取締役会決議により、平成23年６月１日付けで普通株式１株を20株に株式分割し て

おります。これにより、新株予約権１個につき目的となる株式数10株を200株に変更するとともに行使価額を

調整して記載しております。

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数を切り上げます。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率
　

３．新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分

を行う場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げます。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行(処分)株式数 × １株当たりの払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
新規発行(処分)前の時価

既発行株式数  ＋  新規発行(処分)株式数

上記のほか、割当日後、株主への無償割当て等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、

合理的な範囲で行使価額は適正に調整されるものとします。
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②平成22年９月27日定時株主総会決議並びに平成23年３月24日取締役会決議

　
事業年度末現在
(平成23年６月30日)

提出日の前月末現在
(平成23年８月31日)

新株予約権の数(個) 250 250

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 50,000 50,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 432 同左

新株予約権の行使期間
自  平成24年４月１日
至  平成27年３月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格       432
資本組入額     216

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は権利行使時
においても当社取締役、監
査役、従業員または当社子
会社取締役、監査役、従業員
のいずれかの地位であるこ
とを要する。

②新株予約権の相続は認めな
い。

③その他新株予約権の割当に
関する条件については、本
総会決議及び新株予約権発
行の取締役会決議に基づ
き、当社と新株予約権の割
当を受ける者との間で締結
する契約に定める。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得
については取締役会の承認を
要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １．平成23年４月22日開催の取締役会決議により、平成23年６月１日付けで普通株式１株を20株に株式分割し て

おります。これにより、新株予約権１個につき目的となる株式数10株を200株に変更するとともに行使価額を

調整して記載しております。

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数を切り上げます。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率
　

３．新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分

を行う場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げます。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行(処分)株式数 × １株当たりの払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
新規発行(処分)前の時価

既発行株式数  ＋  新規発行(処分)株式数

上記のほか、割当日後、株主への無償割当て等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、

合理的な範囲で行使価額は適正に調整されるものとします。

　

EDINET提出書類

株式会社フジコー(E05396)

有価証券報告書

24/84



　

③平成23年７月13日取締役会決議

　
事業年度末現在
(平成23年６月30日)

提出日の前月末現在
(平成23年８月31日)

新株予約権の数(個) ― 6,200

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 ― 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) ― 620,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) ―
当初行使価額
１株当たり898円
（注）１．2)

新株予約権の行使期間 ―
自  平成23年７月29日
至  平成25年７月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額(円)

― （注）７

新株予約権の行使の条件 ― （注）８

新株予約権の譲渡に関する事項 ―
新株予約権の譲渡については
取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １．本新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権であります。当該行使価額修正条項付新株予約権の特質は以

下のとおりであります。

 1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は620,000株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修

正されても変化しません。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による

資金調達の額は増加又は減少します。

 2) 行使価額の修正基準

　①　平成23年8月25日までは、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の株式会社東京証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の90％に相当する金

額の１円未満の端数を切り上げた金額が、平成23年8月26日以降は、直前の金曜日の株式会社東京証券取引所

における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の90％に相当する

金額の１円未満の端数を切り上げた金額が、当該修正日の直前に有効な行使価額を１円以上上回る場合又は

下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正されます。

　②　前第①号にかかわらず、前第①号に基づき修正された行使価額が、1,224円を超える場合、行使価額は、1,224円

に修正されるものと決められております。

 3) 行使価額の修正頻度

　　行使の際に上記2)欄に記載の条件に該当する都度、修正されます。

 4) 行使価額の下限

　　平成23年8月25日までは551円でありますが、平成23年8月26日以降は588円であります。

 5) 割当株式数の上限

　　　620,000株

 6) 本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達の下限

　　　363,598,000円

 7) 本新株予約権には、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合に、本新株予約権の払込日の翌

日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取

得日に本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられております。
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２．権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

　　　当社は、一定の制限の範囲内で当社の判断に基づき、指定する数の本新株予約権を行使するよう、所有者に対し

て指図を行うことができ、所有者は、かかる指図を受けた場合、一定の条件及び制限のもとで、指定された数の

本新株予約権を、当該指図が効力を生じた日から 15取引日以内又は合意した取引日のどちらか短い期間中に

行使することを確約しておりましたが、取引所における当社普通株式の普通取引の終値が平成23年8月31日時

点において、行使条件の下限価格である653円を下回っておりますので、所有者は当該指示に基づく本新株予

約権の行使義務を負いません。

　　　また、当社がいつでも行使することが可能な権利としてコール・オプションが付されており、当社はその行使

水準を発行決議時株価の150％以上と想定しております。なお、当社がコール・オプションを行使した場合で

も、所有者は、当社取締役会が指定する本新株予約権の取得日の前日までは、本新株予約権を行使することが

できます。

　　　一方、本新株予約権の発行後、取引所における当社普通株式の普通取引の終値が10取引日連続して当該時点で

有効な本新株予約権の下限価額を下回った場合には、所有者は、それ以降いつでも、当社に対して本新株予約

権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権１個当たり1,830円の金銭

を支払うことにより本新株予約権を取得します。

３．当社の株券の売買に関する事項についての所有者との取決めの内容

　　　該当事項はありません。

４．当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との取決めの内容

　　　該当事項はありません。

５．その他投資者の保護を図るため必要な事項

　　　該当事項はありません。

６．本新株予約権１個当たりの目的たる株式の数は100株であります。

７．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額

  1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

　　　本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求にかかる各本新株予約権の行使

に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求にかかる各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、

新株予約権の行使により発行される株式の数で除した額とする。

  2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の資本組入額

　　　本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところ

に従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合は

その端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を

減じた額とする。

８．新株予約権の行使の条件

　　　本新株予約権の行使に際して平成23年8月25日までは修正日の直前取引日において、取引所における当社普通

株式の普通取引の終値が612円を下回る場合、平成23年8月26日以降は修正日の直前の金曜日において、取引所

における当社普通株式の普通取引の終値が653円を下回る場合は、当該本新株予約権の行使はできません。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

平成23年６月30日現在

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成21年４月７日
（注１）

12,000 109,500 12,000 190,375 12,000 311,235

平成22年５月６日
（注２）

16,000 125,500 16,000 206,375 16,240 327,475

平成22年７月１日～
平成23年５月31日
（注３）

1,980 127,480 4,385 210,760 4,385 331,860

平成23年６月１日
（注４）

2,422,1202,549,600 ― 210,760 ― 331,860

平成23年６月１日～
平成23年６月30日
（注３）

2,8002,552,400 310 211,071 310 332,171

(注) １．有償第三者割当  12,000株

割当先  エスシーエス株式会社

発行価格             2,000円

資本組入額           1,000円

払込金額総額      24,000千円

２．平成12年６月５日付けで発行しました新株引受権並びに平成12年６月20日付けで発行しました第１回新株引

受権付社債の権利行使による増加であります。

３．平成22年３月24日付けで発行しました第１回新株予約権の権利行使による増加であります。

４．株式分割　１株を20株に分割

　

(6) 【所有者別状況】

平成23年６月30日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

― 2 14 14 10 ― 1,2441,284 ―

所有株式数
(単元)

― 48 287 4,835 335 ― 20,01125,516 800

所有株式数
の割合(％)

― 0.18 1.13 18.94 1.31 ― 78.42100.00 ―
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(7) 【大株主の状況】

平成23年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

小  林  直  人 千葉県白井市 338,000 13.2

桑  原  光  雄 千葉県白井市 290,000 11.4

エスシーエス株式会社 埼玉県草加市青柳２－19－10 240,000 9.4

上  竹  智  久 千葉県白井市 202,000 7.9

桑  原  浩  文 神奈川県相模原市 101,200 4.0

小  林  美  子 千葉県白井市 100,000 3.9

上  竹  智  子 千葉県白井市 100,000 3.9

桑  原  重  善 神奈川県相模原市 84,000 3.3

株式会社ザイエンス 東京都千代田区丸の内２－３－２ 80,000 3.1

桑　原　隆　命 東京都八王子市 66,000 2.6

計 ― 1,601,200 62.7

　

(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成23年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 　普通株式　2,551,600 25,516 (注)

単元未満株式 　普通株式　　　　800 ― (注)

発行済株式総数 2,552,400 ― ―

総株主の議決権 ― 25,516 ―

(注)  権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
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② 【自己株式等】

平成23年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

　

(9) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行

する方法によるものであります。

当該制度の内容は、以下のとおりであります。

①  平成21年９月18日定時株主総会決議並びに平成22年３月３日取締役会決議

会社法に基づき、平成21年９月18日開催の第36期定時株主総会の特別決議並びに平成22年３月３日

取締役会決議により当社従業員並びに当社子会社取締役及び従業員に対して特に有利な条件をもって

新株予約権を発行したものであります。

　

決議年月日 平成21年９月18日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員  52名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―
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②  平成22年９月27日定時株主総会決議並びに平成23年３月24日取締役会決議

会社法に基づき、平成22年９月27日開催の第37期定時株主総会の特別決議並びに平成23年３月24日

取締役会決議により当社従業員並びに当社関係会社取締役及び従業員に対して特に有利な条件をもっ

て発行する新株予約権の募集事項の決定について当社取締役会に委任することを定めたものです。

　

決議年月日 平成22年９月27日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員　42名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―

　
２ 【自己株式の取得等の状況】

　

【株式の種類等】 該当事項はありません。
　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　
(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

　
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。
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３ 【配当政策】

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題として認識しておりますが、今後の成長に向けた設備

投資を機動的に行い、事業拡大及び経営基盤の安定に向けた設備投資等の資金需要を勘案し、長期的な事業

展望に備えて内部留保を優先することを基本方針としております。

当社は、期末配当の年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。剰余金の配当の決定機

関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は１株当たり５円の配当を実施することを決

定しました。この結果、当事業年度の配当性向は16.9％となりました。

当社は、「取締役会の決議により、毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定

款に定めております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

　

決算年月日 配当金の総額(百万円) １株当たり配当額(円)

平成23年９月27日
定時株主総会決議

12 ５

　

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期

決算年月 平成19年６月 平成20年６月 平成21年６月 平成22年６月 平成23年６月

最高(円) 18,500 14,500 7,200 3,695
20,500
※882

最低(円) 9,900 6,350 1,500 2,600
2,500
※469

(注) １．最高・最低株価は東京証券証券取引所(マザーズ市場)におけるものであります。

２．第38期（平成23年６月期）の最高・最低株価につきましては、平成23年４月22日開催の取締役会において、平

成23年６月１日付けで普通株式１株を20株に株式分割しておりますので、※印に株式分割による権利落後の

最高・最低株価を記載しております。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別 平成23年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高(円) 3,190 3,130 9,680 20,500
17,800
※637

882

最低(円) 2,836 2,835 2,500 8,050
11,210
※574

469

(注) １．最高・最低株価は東京証券証券取引所(マザーズ市場)におけるものであります。

２．第38期（平成23年６月期）の最高・最低株価につきましては、平成23年４月22日開催の取締役会において、平

成23年６月１日付けで普通株式１株を20株に株式分割しておりますますので、※印に株式分割による権利落

後の最高・最低株価を記載しております。
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５ 【役員の状況】

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

代表取締役

取締役社長
　 小  林  直  人 昭和39年４月７日生

平成３年５月 当社入社

(注)1,4338,000
平成５年８月 当社取締役管理部長

平成９年８月 当社代表取締役副社長

平成17年11月 当社代表取締役社長(現任)

代表取締役

取締役

ＣＥＯ

　 桑  原  光  雄 昭和12年１月７日生

昭和49年２月 当社設立

当社代表取締役社長 (注)４ 290,000

平成17年11月 当社代表取締役ＣＥＯ(現任)

取締役 技術部長 上  竹  智  久 昭和40年１月５日生

平成４年９月 当社入社

当社技術部長(現任) (注)1,4202,000

平成６年５月 当社取締役(現任)

取締役

事業部長兼

白井事業

所長

山  本  伴  次 昭和40年１月22日生

平成６年８月 当社入社

(注)４ 21,000
平成13年３月 当社事業部長兼白井事業所長(現

任)

平成13年９月 当社取締役(現任)

取締役 　 野  崎  友  義 昭和26年２月28日生

昭和52年７月 有限会社埼玉中央清掃(現エス

シーエス株式会社)設立

同社代表取締役社長(現任)
(注)2,4 ―

平成21年９月 当社取締役(現任)

常勤監査役 　 古  西  義  正 昭和13年２月20日生

昭和35年４月 日新製糖株式会社入社

(注)3,7 ―

平成10年４月 古西技術士事務所設立

同所所長（現任）

平成19年７月

平成20年１月

社団法人日本技術士会理事

特定非営利活動法人科学技術者

フォーラム副理事長（現任）

平成22年６月

 
平成23年９月

公益社団法人日本技術士会提携千

葉県技術士会副会長（現任）

当社常勤監査役(現任)

監査役 　 猪  股  敏  郎 昭和20年４月28日生

昭和44年４月 農林省(現農林水産省)入省

(注)５ ―

平成９年１月 同省東京肥飼料課検査所長

平成10年６月 財団法人日本土壌協会専務理事

(現任)

平成17年９月 当社取締役

平成20年９月 当社監査役(現任)

監査役 　 今  村  行  夫 昭和37年１月30日生
平成４年１月 今村会計事務所長(現任)

(注)3,6 ―
平成16年２月 当社監査役(現任)

　　　　　計 851,000

(注) １．代表取締役社長  小林直人及び取締役  上竹智久は、代表取締役ＣＥＯ  桑原光雄の次女及び長女の配偶者

であります。

２．取締役  野崎友義は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

３．監査役  古西義正氏及び監査役  今村行夫氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

４．平成23年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．平成20年９月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．平成21年９月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．平成23年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

①  企業統治の体制

イ．企業統治の体制の概要

当社は監査役制度採用会社であり、現在の監査役３名の内、２名は社外監査役であります。経営の

基本方針及び重要事項の意思決定機関として、取締役会を毎月開催し、全取締役並びに監査役３名が

出席しております。監査役は取締役の職務執行を監視するとともに、取締役会においても、第三者的

な立場から適切な意見を頂いております。

当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。

　

　

ロ．当該企業統治の体制を採用する理由

当社は監査役制度採用会社であり、現在の監査役３名のうち２名は社外監査役であります。現在の

当社の事業規模や従業員数から勘案し、監査役設置会社が最も効率的であると考えておりますが、今

後の事業規模・領域の拡大に応じて委員会等設置会社への移行も検討する必要があると認識してお

ります。

当社の取締役は５名であります。経営の基本方針及び重要事項の意思決定機関として、取締役会を

毎月開催し、全取締役並びに監査役３名が出席しております。特定の利益に誘導されない社外監査役

により、牽制機能の働く取締役会として機能しております。
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ハ．会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況

取締役の職務の遂行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適

正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

ａ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、経営理念に基づき、企業倫理規程、基本方針、社員心得(実施事項)による基本原則を設け

ており、取締役は全体における企業倫理の遵守・浸透を率先して垂範する。

コンプライアンス体制の整備及び問題点の把握・対処のため、コンプライアンスに関する社内

規程に従い、担当責任者が調査、監督指導する。

社長直属の内部監査担当者が監査役と連動して、業務執行状況が法令・定款・社内規程に準拠

して行われているか検証する。

金融商品取引法及びその他事業活動に関連する法令の順守を含め、財務報告の信頼性を確保す

るために、内部統制の体制を整備、運用し、業務の改善に努める。

なお、当社は市民社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力とは、毅然とした

態度で対応し、警察当局、顧問弁護士等、関係者との連携を図り一切の関係を遮断する。

ｂ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に関する重要な情報及び書面の取扱いは、法令及び社内規程に基づき、適切

に保存する。これらの情報等は、法令及び社内規程に従い、必要に応じ閲覧可能な状態で管理する。

ｃ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

取締役会は、企業価値を高め、企業活動の持続的発展を実現することを脅かすあらゆるリスクに

対処するため、リスクの分析及び検討を行い、リスク管理に関する規程を制定し、各部門において

適切な管理体制を構築する。また、地震・洪水・事故・火災等の災害、役員・使用人の不適切な業

務執行、基幹ＩＴシステムの故障等のリスク発生時における損失の拡大を防止するとともに事業

の継続性を確保するよう努める。

ｄ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会規程に基づき、定時取締役会及び臨時取締役会を開催し、法令及び定款で定められた事

項、その他重要事項に関して的確な意思決定を行うとともに取締役相互の職務執行を監督する。決

定事項については、各種規程に定める機関又は手続きに基づき職務を執行するとともに取締役会

において報告を行い、進捗状況及び結果を検証する。

ｅ．企業集団における業務の適正を確保するための体制

関係会社管理規程に基づき、関係会社取締役と意思疎通を図ることにより、企業集団における各

種経営情報を共有し、職務執行の適正と効率化の確保に努める。また内部監査担当者による子会社

の監査を行い、業務全般にわたる有効性と妥当性を確保する。

ｆ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事

項

監査役の職務を補助すべき使用人については、監査役の求めに応じて、内部監査担当者を配置す

る。監査役が補助する使用人の採用を求めた場合は、取締役との協議により決定する。

ｇ．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の補助をすべき使用人は、監査役の指揮命令に基づき、取締役の指揮命令に従う義務は負

わないものとする。監査役の補助をすべき使用人の人事権に関する事項の決定は、監査役会の事前

の同意を必要とする。
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ｈ．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役及び従業員は、取締役会その他重要な会議において、意思決定における検討内容及び職務

の執行状況を常勤監査役に報告する。また常勤監査役は重要な決裁資料及び関係資料を閲覧し、必

要に応じて取締役及び従業員に説明を求める。取締役及び従業員は、「会社の信用の大幅な低

下」、「会社の業績への重大な悪影響」、「社内外に影響を与える重大な被害」、「企業行動基準、

倫理規程その他の社内規程への重大な違反」その他これらに準じる事項が起こった場合、又はそ

の恐れがある場合は、発見次第速やかに監査役に報告するとともに、迅速かつ的確に対応する。

ｉ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

公正性及び透明性を担保するため、監査役の過半数は社外監査役とする。また、監査役は、独自に

意見形成するため、自らの判断で弁護士、公認会計士等、外部のアドバイザーを活用する。

ｊ．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況

当社では、反社会的勢力の定義を「暴力、威力と詐欺的手続きを駆使し、経済的利益を追求する

集団又は個人」とし、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求に対して一切の関係を排

除することを基本方針としております。

また、反社会的勢力との関係遮断を徹底するため、反社会的勢力とは付き合わない旨を記載した

基本法方針を社内に掲示しております。

さらに事業部では外部専門機関による情報と支援を得るため、定期的な講習会の受講と情報交

換会へ出席し、警察関係機関との連携を図っております。

万一、各部門に対して反社会的勢力から不当要求等が発生した場合は、組織全体での対応を基本

とし、すみやかに所轄の警察へ通報し、本社管理部では、報告された内容について現状把握と事実

関係等を調査し、その対策について、代表取締役社長と協議の上、必要に応じて顧問弁護士へ相談

し、直接的な対応を行います。また、発生した事象については適宜、社内規程等に反映することとし

ております。

ニ．リスク管理体制の整備状況

リスク管理体制においては、取締役会及び常勤取締役、常勤監査役、各部門リーダーで構成する管

理者会議において、日々の業務活動・施設の管理状況・施設の新設改良等について多面的なリスク

管理を実施しております。顧問弁護士には、法律上の判断が必要な場合に適時アドバイスを受けてお

り、契約事項の確認等につきましても随時行える体制を整えております。経営リスクを早期に認識

し、適切な対応策が随時行える体制強化に努めてまいります。

　
②  内部監査及び監査役監査の状況

内部監査につきましては、社内規定の遵守状況・業務フローの確認・組織の牽制機能・業務の効率

化を中心に経営企画室の内部監査人１名が定期的に行なっております。また、内部監査人は監査役及び

監査法人との連絡を密に行うことにより、監査の効率化と実効性の向上に努めております。
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③  社外取締役及び社外監査役との関係

社外取締役は、当社株式を240,000株（所有割合9.4％）保有するエスシーエス株式会社の代表取締

役社長を兼務し、当社と食品系リサイクル事業において取引関係があり、業務提携を行っております。

なお、社外取締役は経営者としての豊富な経験と実績、幅広い見識に基づき、取締役会における意思決

定の妥当性及び適正性を確保するための助言や提言を行っております。なお、取引関係の内容につきま

しては、「第５  経理の状況　２　財務諸表等　(1)財務諸表　関連当事者情報」をご参照ください。

社外監査役は食品関連技術における豊富な実務経験及び技術士として専門分野における高い識見

や、税理士としての専門的な知見を生かして経営に反映させるべく、独立的な立場で重要事項の検討を

行っております。また取締役の職務執行を監査するとともに、取締役会においても、第三者的な立場か

ら適切な意見を頂いております。なお、会社と会社の社外監査役との間に人的関係、資本的関係、又は重

要な取引関係、その他の利害関係はありません。

　
④  責任限定契約の内容の概要

当社は社外役員全員と会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契

約に基づく賠償の限度額は法令が規定する責任限度額であります。

なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の

遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

　
⑤  役員報酬等

イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

　

役員区分
報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数
(人)基本報酬

ストック
オプション

賞与 退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

19,440 19,440 ― ― ― 4

監査役
(社外監査役を除く。)

660 660 ― ― ― 1

社外役員 4,000 4,000 ― ― ― 3

　

ロ．使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

　

総額(千円) 対象となる役員の員数(人) 内容

15,060 2 使用人兼務取締役の給与(賞与含む)

　

ハ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社は役員の報酬等の決定に関する方針を定めておりませんが、取締役の報酬限度額は、平成16年

２月５日の臨時株主総会において年額100,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役

の報酬限度額は、年額20,000千円以内と決議いただいております。役員報酬の決定方法につきまして

は、各期の業績により取締役報酬については期首の取締役会、監査役報酬については期首の監査役会

において、それぞれ個別の報酬額を決定しております。
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⑥  株式の保有状況

イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合

計額

１銘柄    35千円

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

該当事項はありません。
　

ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の

合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

該当事項はありません。

　

⑦  会計監査の状況

会計監査につきましては、清和監査法人を会計監査人に選任しております。会計監査業務を執行した

公認会計士は、筧悦生(監査年数３年)、戸谷英之(監査年数３年)であります。また、会計監査業務にかか

る補助者は、公認会計士２名、公認会計士試験合格者５名、その他２名であります。

監査役と会計監査人の連携状況につきましては、第２四半期並びに本決算期終了後、定期的に会計監

査に関する意見交換と、内部監査部門を通じ、業務監査についても随時意見交換を行っております。

　
⑧  取締役の定数

当社の取締役は９名以内とする旨定款に定めております。

　
⑨  取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任

決議については、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

　
⑩  自己の株式の取得

当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に

遂行することを可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場

取引等により自己の株式を取得することが出来る旨を定款に定めております。

　
⑪  株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することが

できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う

旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総

会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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⑫  株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役の損害賠償責任を、法

令の限度において、総株主の同意によらず取締役会の決議により免除することができる旨を定款に定

めています。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目

的とするものです。

また、中間配当について、取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当をするこ

とができる旨を定款に定めています。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするもの

です。

　
(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

　

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に基づく報酬
(千円)

非監査業務に基づく報酬
(千円)

監査証明業務に基づく報酬
(千円)

非監査業務に基づく報酬
(千円)

17,000 ― 16,000 ―

　

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

　

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

　

④ 【監査報酬の決定方針】

監査が公正かつ十分に、また効率的に実施されることを目的とし、監査手続きの内容及び合理的な監

査工数について監査公認会計士と検討・協議を行い、合意した計画工数に基づき監査報酬額を決定し

ております。

監査報酬額に関する契約締結に際しては、監査役会の同意のうえ、取締役会が決定しております。

　

EDINET提出書類

株式会社フジコー(E05396)

有価証券報告書

38/84



第５ 【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以

下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

前事業年度(平成21年７月１日から平成22年６月30日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度(平成22年７月１日から平成23年６月30日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しており

ます。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度(平成21年７月１日から平成22年

６月30日まで)及び当事業年度(平成22年７月１日から平成23年６月30日まで)の財務諸表について、清和監

査法人による監査を受けております。

　

３．連結財務諸表について

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年10月大蔵省令第28号)第５条第２項によ

り、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企

業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重

要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準           0.1％

売上高基準         1.2％

利益基準         △1.9％

利益剰余金基準　 △1.2％

※会社間項目の消去前の数値により算出しております。

　

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みについて

当社は、企業会計等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構に加

入しております。また、監査法人等が主催するセミナーや研修会に参加している他、会計基準等の専門書を

定期購読するなど、財務諸表に適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。

　

１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

該当事項はありません。

　

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成22年６月30日)

当事業年度
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 71,238 49,695

売掛金 180,150 ※1
 238,520

仕掛品 6,453 9,131

原材料及び貯蔵品 4,056 7,980

前払費用 29,569 20,350

繰延税金資産 32,595 26,608

その他 509 474

貸倒引当金 △4,388 △5,865

流動資産合計 320,184 346,897

固定資産

有形固定資産

建物 1,506,993 1,530,761

減価償却累計額 △405,862 △466,524

建物（純額） ※1, ※2
 1,101,130

※1, ※2
 1,064,236

構築物 254,134 277,341

減価償却累計額 △141,829 △156,092

構築物（純額） ※1
 112,305

※1
 121,249

機械及び装置 2,428,816 2,530,193

減価償却累計額 △1,346,814 △1,502,474

機械及び装置（純額） ※1, ※2
 1,082,001

※1, ※2
 1,027,719

車両運搬具 41,132 48,088

減価償却累計額 △38,137 △39,693

車両運搬具（純額） 2,995 8,395

工具、器具及び備品 31,226 35,930

減価償却累計額 △26,490 △28,655

工具、器具及び備品（純額） 4,735 7,274

生物 1,205 3,035

減価償却累計額 △93 △762

生物（純額） 1,111 2,272

土地 ※1
 319,252

※1
 311,595

建設仮勘定 3,941 4,009

有形固定資産合計 2,627,475 2,546,752

無形固定資産

ソフトウエア 6,072 5,298

電話加入権 912 912

無形固定資産合計 6,985 6,211

投資その他の資産

関係会社株式 35 35

破産更生債権等 1,581 1,428

長期前払費用 27,721 14,865

繰延税金資産 － 51,148

その他 9,163 8,320

貸倒引当金 △1,551 △1,428

投資その他の資産合計 36,949 74,369

固定資産合計 2,671,410 2,627,334

資産合計 2,991,594 2,974,231
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(単位：千円)

前事業年度
(平成22年６月30日)

当事業年度
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 78,997 126,744

短期借入金 － ※1
 55,954

1年内返済予定の長期借入金 ※1
 172,506

※1
 200,004

未払金 99,046 92,844

未払費用 23,780 18,692

未払法人税等 3,532 3,387

未払消費税等 14,548 8,396

前受金 1,125 1,324

預り金 4,994 5,742

前受収益 630 658

流動負債合計 399,160 513,749

固定負債

長期借入金 ※1
 1,619,555

※1
 1,419,551

長期未払金 112,959 106,464

繰延税金負債 2,465 －

株主からの長期預り金 40,000 40,000

その他 800 800

固定負債合計 1,775,780 1,566,816

負債合計 2,174,941 2,080,565

純資産の部

株主資本

資本金 206,375 211,071

資本剰余金

資本準備金 327,475 332,171

資本剰余金合計 327,475 332,171

利益剰余金

その他利益剰余金

特別償却準備金 5,543 －

別途積立金 81,550 81,550

繰越利益剰余金 194,697 266,039

利益剰余金合計 281,790 347,589

株主資本合計 815,640 890,831

新株予約権 1,012 2,833

純資産合計 816,653 893,665

負債純資産合計 2,991,594 2,974,231

EDINET提出書類

株式会社フジコー(E05396)

有価証券報告書

41/84



②【損益計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年７月１日
　至 平成22年６月30日)

当事業年度
(自 平成22年７月１日
　至 平成23年６月30日)

売上高 1,603,587 1,703,407

売上原価 1,219,434 1,384,319

売上総利益 384,152 319,088

販売費及び一般管理費 ※1, ※2
 249,525

※1, ※2
 194,754

営業利益 134,626 124,333

営業外収益

受取利息 107 22

受取配当金 3 4

金利スワップ評価益 40 －

パークゴルフ入場料 6,427 －

受取家賃 6,000 7,200

その他 712 951

営業外収益合計 13,290 8,178

営業外費用

支払利息 77,947 66,805

社債利息 2,161 －

支払手数料 10,285 14,224

減価償却費 6,102 5,491

その他 1,355 3,973

営業外費用合計 97,852 90,494

経常利益 50,064 42,017

特別利益

固定資産売却益 ※3
 1,157

※3
 816

特別利益合計 1,157 816

特別損失

固定資産売却損 ※4
 1,928 －

固定資産除却損 ※5
 3,531

※5
 5,400

減損損失 － ※6
 8,063

貸倒損失 5,614 －

金利キャップ評価損 10,385 －

貸倒引当金繰入額 41 113

事業構造改善費用 24,644 －

その他 895 484

特別損失合計 47,042 14,060

税引前当期純利益 4,179 28,772

法人税、住民税及び事業税 1,311 1,816

法人税等調整額 △30,650 △47,627

法人税等合計 △29,338 △45,811

当期純利益 33,518 74,583
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【売上原価明細書】

　

　 　
前事業年度

(自  平成21年７月１日
至  平成22年６月30日)

当事業年度
(自  平成22年７月１日
至  平成23年６月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ  材料費 　 6,397 0.5 7,284 0.5

Ⅱ  労務費 　 344,72228.3 349,36725.2

Ⅲ  経費 ※１ 868,31471.2 1,027,66774.3

売上原価 　 1,219,434100.0 1,384,319100.0

　 　 　 　 　 　

　

前事業年度
(自  平成21年７月１日
至  平成22年６月30日)

当事業年度
(自  平成22年７月１日
至  平成23年６月30日)

※１  経費の主な内訳は次のとおりであります。

外注加工費 127,104千円

光熱費 75,592

修繕費 76,549

減価償却費 263,973

※１  経費の主な内訳は次のとおりであります。

外注加工費 129,068千円

光熱費 74,373

修繕費 121,338

減価償却費 233,864
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年７月１日
　至 平成22年６月30日)

当事業年度
(自 平成22年７月１日
　至 平成23年６月30日)

株主資本

資本金

前期末残高 190,375 206,375

当期変動額

新株の発行 16,000 4,696

当期変動額合計 16,000 4,696

当期末残高 206,375 211,071

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 311,235 327,475

当期変動額

新株の発行 16,240 4,696

当期変動額合計 16,240 4,696

当期末残高 327,475 332,171

資本剰余金合計

前期末残高 311,235 327,475

当期変動額

新株の発行 16,240 4,696

当期変動額合計 16,240 4,696

当期末残高 327,475 332,171

利益剰余金

その他利益剰余金

特別償却準備金

前期末残高 16,906 5,543

当期変動額

特別償却準備金の取崩 △11,363 △5,543

当期変動額合計 △11,363 △5,543

当期末残高 5,543 －

別途積立金

前期末残高 81,550 81,550

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 81,550 81,550

繰越利益剰余金

前期末残高 149,815 194,697

当期変動額

特別償却準備金の取崩 11,363 5,543

当期純利益 33,518 74,583

剰余金の配当 － △8,785

当期変動額合計 44,882 71,342

当期末残高 194,697 266,039
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年７月１日
　至 平成22年６月30日)

当事業年度
(自 平成22年７月１日
　至 平成23年６月30日)

利益剰余金合計

前期末残高 248,272 281,790

当期変動額

特別償却準備金の取崩 － －

当期純利益 33,518 74,583

剰余金の配当 － △8,785

当期変動額合計 33,518 65,798

当期末残高 281,790 347,589

株主資本合計

前期末残高 749,882 815,640

当期変動額

新株の発行 32,240 9,392

当期純利益 33,518 74,583

剰余金の配当 － △8,785

当期変動額合計 65,758 75,191

当期末残高 815,640 890,831

新株予約権

前期末残高 240 1,012

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 772 1,821

当期変動額合計 772 1,821

当期末残高 1,012 2,833

純資産合計

前期末残高 750,122 816,653

当期変動額

新株の発行 32,240 9,392

当期純利益 33,518 74,583

剰余金の配当 － △8,785

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 772 1,821

当期変動額合計 66,531 77,012

当期末残高 816,653 893,665
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④【キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前事業年度
(自 平成21年７月１日
　至 平成22年６月30日)

当事業年度
(自 平成22年７月１日
　至 平成23年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 4,179 28,772

減価償却費 282,327 265,704

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,941 1,353

金利キャップ評価損益（△は益） 10,385 53

金利スワップ評価損益（△は益） △40 －

固定資産売却損益（△は益） 770 △816

固定資産除却損 3,531 5,400

減損損失 － 8,063

受取利息及び受取配当金 △110 △26

支払利息 80,108 66,805

売上債権の増減額（△は増加） △13,764 △58,217

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,362 △6,602

仕入債務の増減額（△は減少） 10,925 47,746

その他 5,465 24,516

小計 372,471 382,753

利息及び配当金の受取額 127 26

利息の支払額 △79,266 △66,487

法人税等の支払額 △1,158 △1,540

営業活動によるキャッシュ・フロー 292,174 314,752

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △23,437 －

定期預金の払戻による収入 23,437 －

有形固定資産の取得による支出 △43,969 △153,636

無形固定資産の取得による支出 － △1,379

有形固定資産の売却による収入 23,246 1,662

貸付けによる支出 △1,200 △120

貸付金の回収による収入 1,360 180

その他 △1,559 851

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,122 △152,441

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △30,000 55,954

長期借入金の返済による支出 △192,220 △172,506

長期借入れによる収入 137,062 －

社債の償還による支出 △185,000 －

割賦債務の返済による支出 △100,895 △51,528

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △11,532 △13,805

株式の発行による収入 32,000 6,816

配当金の支払額 － △8,785

財務活動によるキャッシュ・フロー △350,585 △183,854

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △80,533 △21,543

現金及び現金同等物の期首残高 151,772 71,238

現金及び現金同等物の期末残高 ※
 71,238

※
 49,695
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【継続企業の前提に関する事項】

　　該当事項はありません。　

　

【重要な会計方針】

　

項目
前事業年度

(自  平成21年７月１日
至  平成22年６月30日)

当事業年度
(自  平成22年７月１日
至  平成23年６月30日)

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用し

ております。

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同左

　 (2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定)を採用

しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

――――――

　 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用

しております。

時価のないもの

――――――

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

時価法を採用しております。

デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 原材料及び貯蔵品

主として最終仕入原価法による原

価法(収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法)

(1) 原材料及び貯蔵品

同左

　 (2) 仕掛品

先入先出法による原価法(収益性

の低下に基づく簿価切下げの方

法)

(2) 仕掛品

同左

　 (追加情報)

当事業年度より、新たに養豚事業を

開始しております。平成22年４月より

営業を開始し、養豚の製造に係る仕掛

品については先入先出法による原価法

を採用しております。

 
――――――
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項目
前事業年度

(自  平成21年７月１日
至  平成22年６月30日)

当事業年度
(自  平成22年７月１日
至  平成23年６月30日)

４．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

定率法(ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(附属設備を

除く)は定額法)を採用しておりま

す。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物                ３～50年

構築物              ７～30年

機械及び装置        ５～17年

車両運搬具          ２～７年

工具、器具及び備品  ３～10年

生物                    ３年

(1) 有形固定資産

定率法(ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(附属設備を

除く)は定額法)を採用しておりま

す。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物                ２～50年

構築物              ７～35年

機械及び装置        ５～17年

車両運搬具          ２～７年

工具、器具及び備品  ２～10年

生物                    ３年

　 (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能

期間(５年)に基づいております。

(2) 無形固定資産

同左

５. 繰延資産の処理方法 株式交付費

支出時に全額費用として処理してお

ります。

株式交付費

――――――

６．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に

備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

７．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

金利スワップ及び金利キャップに

ついて、特例処理の条件を満たし

ている場合には特例処理を採用し

ております。

(1) ヘッジ会計の方法

金利キャップについて、特例処理

の条件を満たしている場合には特

例処理を採用しております。

　 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段………金利スワップ

金利キャップ

ヘッジ対象………借入金利息

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段………金利キャップ

ヘッジ対象………借入金利息

　 (3) ヘッジ方針

金利変動リスクの回避及び金融収

支改善のため、ヘッジ取引を行っ

ております。

(3) ヘッジ方針

同左

　 (4) ヘッジ有効性評価の方法

特例処理の要件を満たしている場

合は、有効性の評価を省略してお

ります。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

手元現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっておりま

す。

 
同左

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

消費税等の処理方法

同左
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【会計処理方法の変更】

　

前事業年度
(自  平成21年７月１日
至  平成22年６月30日)

当事業年度
(自  平成22年７月１日
至  平成23年６月30日)

――――――

 
 
 
 
 
 
 

「資産除去債務に関する会計基準」の適用

当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」(企業会計基準第18号  平成20年３月31日)及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業

会計基準適用指針第21号  平成20年３月31日)を適用

しております。

これによる、当事業年度の営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益に与える影響はありません。

　

【注記事項】

(貸借対照表関係)

　
前事業年度

(平成22年６月30日)
当事業年度

(平成23年６月30日)

※１  担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 959,319千円

構築物 536

機械及び装置 510,608

土地 235,444

  計 1,705,909

担保付債務は次のとおりであります。

１年内返済予定の長期借入金 161,070千円

長期借入金 1,509,422

  計 1,670,492

※１  担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

売掛金 238,520千円

建物
構築物

912,879
375

機械及び装置 432,404

土地 227,381

  計 1,811,561

担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 55,954千円

１年内返済予定の長期借入金
長期借入金

186,761
1,322,661

  計 1,565,376

※２  国庫補助金の受入れによる有形固定資産の圧縮記

帳は次のとおりであります。

建物 303,690千円

機械及び装置 638,210

  計 941,900

※２  国庫補助金の受入れによる有形固定資産の圧縮記

帳は次のとおりであります。

建物 303,690千円

機械及び装置 638,210

  計 941,900
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(損益計算書関係)

　

前事業年度
(自  平成21年７月１日
至  平成22年６月30日)

当事業年度
(自  平成22年７月１日
至  平成23年６月30日)

※１  販売費に属する費用のおおよその割合は2.0％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は98.0％

であります。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 27,160千円

給料手当 51,885

支払手数料 40,966

減価償却費 10,928

租税公課 26,902

地代家賃 13,005

委託手数料 4,358

※１  販売費に属する費用のおおよその割合は1.9％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は98.1％

であります。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 24,100千円

給料手当 54,788

支払手数料 37,449

減価償却費 6,098

法定福利費 11,172

　 　

　 　

※２  一般管理費に含まれる研究開発費 15,054千円
　

※２  一般管理費に含まれる研究開発費 4,898千円
　

※３  固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

機械及び装置 202千円

車両運搬具 206

工具、器具及び備品 568

その他 180

  計 1,157

※３  固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

機械及び装置 699千円

車両運搬具 16

工具、器具及び備品 100

  計 816

※４  固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。

機械及び装置 1,068千円

建設仮勘定 859

  計 1,928

※４  　　　　　　─────────

　 　

　 　

　 　

※５  固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

構築物 231千円

機械及び装置 3,245

工具、器具及び備品 54

  計 3,531

※５  固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

機械及び装置 5,326千円

工具、器具及び備品 73

  計 5,400

 
─────────

※６  減損損失

事業用資産については、管理会計上の区分を基礎

としてグルーピングを行っております。資産の処分

や事業の廃止に関する意思決定を行った資産及び遊

休資産については、個別の資産単位毎に把握してお

ります。

当社は、以下の遊休資産について減損損失を計上

しました。

用途 種類 場所 その他

遊休資産 土地 埼玉県日高市 事業用土地

上記資産については、食品リサイクル事業用土地

として取得しましたが、土地の拡張性不足による理

由から売却処分の意思決定を行い、その代替的な投

資も予定していないことから、正味売却価額まで減

額し、当該減少額を減損損失（8,063千円）として特

別損失に計上しました。

減損損失の内訳は、土地8,063千円であります。

なお、正味売却価額については、不動産鑑定評価額

から算定しております。
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自  平成21年７月１日  至  平成22年６月30日)

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
　

　
前事業年度末株式数

(千株)
当事業年度

増加株式数(千株)
当事業年度

減少株式数(千株)
当事業年度末株式数

(千株)

発行済株式 　 　 　 　

普通株式(注) 109 16 ― 125

合計 109 16 ― 125

自己株式 　 　 　 　

普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

(注)  平成12年６月５日付けで発行しました新株引受権並びに平成12年６月20日付けで発行しました第１回新株引受

権付社債の権利行使により16,000株増加いたしました。

　
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
　

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当事業年度末
残高
(千円)前事業年度末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度末

提出会社
平成22年ストック
・オプションとし
ての新株予約権

― ― ― ― ― 1,012

合計 ― ― ― ― ― 1,012

(注)  平成22年ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

　
３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

　

決議 株式の種類
配当金の
総額(千円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年９月27日
定時株主総会

普通株式 8,785利益剰余金 70平成22年６月30日 平成22年９月28日
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当事業年度(自  平成22年７月１日  至  平成23年６月30日)

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
　

　
前事業年度末株式数

(千株)
当事業年度

増加株式数(千株)
当事業年度

減少株式数(千株)
当事業年度末株式数

(千株)

発行済株式 　 　 　 　

普通株式(注) 125 2,426 ― 2,552

合計 125 2,426 ― 2,552

自己株式 　 　 　 　

普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

(注)  普通株式の発行済株式数の増加株式数は、第１回新株予約権の行使による増加4,780株、平成23年６月１日付の株

式分割による増加2,422,120株であります。

　
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
　

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当事業年度末
残高
(千円)前事業年度末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度末

提出会社

平成22年ストック
・オプションとし
ての新株予約権

― ― ― ― ― 352

平成23年ストック
・オプションとし
ての新株予約権
（注）

― ― ― ― ― 2,481

合計 ― ― ― ― ― 2,833

(注)  平成23年ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

　
３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成22年９月27日
定時株主総会

普通株式 8,785 70平成22年６月30日 平成22年９月28日

　

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

　

決議 株式の種類
配当金の
総額(千円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年９月27日
定時株主総会

普通株式 12,762利益剰余金 5平成23年６月30日 平成23年９月28日
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前事業年度
(自  平成21年７月１日
至  平成22年６月30日)

当事業年度
(自  平成22年７月１日
至  平成23年６月30日)

※  現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

(平成22年６月30日現在)

現金及び預金勘定 71,238千円

現金及び現金同等物 71,238

※  現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

(平成23年６月30日現在)

現金及び預金勘定 49,695千円

現金及び現金同等物 49,695

　

(リース取引関係)

　

前事業年度
(自  平成21年７月１日
至  平成22年６月30日)

当事業年度
(自  平成22年７月１日
至  平成23年６月30日)

１．ファイナンス・リース取引(借主側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が、平成20年６月30日以前のリース

取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっており、その内容は次のとおりであ

ります。

１．ファイナンス・リース取引(借主側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

同左

 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

　
取得価額
相当額
(千円)

減価償却累
計額相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

機械及び装置 130,338120,7349,603

車両運搬具 9,390 7,802 1,587

合計 139,728128,53711,190
　

　
取得価額
相当額
(千円)

減価償却累
計額相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

機械及び装置 20,16614,595 5,570

車両運搬具 9,390 9,390 -

合計 29,55623,985 5,570
　

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 5,620千円

１年超 5,570千円

 合計 11,190千円

(注)  未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 4,033千円

１年超 1,536千円

 合計 5,570千円

同左

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 9,788千円

減価償却費相当額 9,788千円

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 5,620千円

減価償却費相当額 5,620千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

 
(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はありません。

 
(減損損失について)

同左
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(金融商品関係)

前事業年度(自  平成21年７月１日  至  平成22年６月30日)

１．金融商品の状況に関する事項

①  金融商品に対する取組方針

当社は、さらなる事業拡大を図るため、リサイクル施設並びに機械装置に対する設備投資計画に照らし

て、必要資金を銀行借入等により調達しております。一時的な余剰資金につきましては、主に銀行預金等

に限定し、余資運用は行わない方針であります。デリバティブ取引は借入金の金利変動リスクを回避する

ために限定し、投機的な取引は行わない方針であります。

②  金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金は、取引先の信用リスクを伴っておりますが債権管理規程、販売管理規程に基づ

き、期日ごとの入金管理、未回収残高管理を行い、各取引先の信用状況を把握する体制となっております。

営業債務である買掛金及び未払金は、その大半が２ヶ月以内の支払期日であります。

長期借入金及び長期未払金は、主に事業拡大を目的としたリサイクル施設等に係る資金調達でありま

す。

営業債務や借入金等の流動負債は、流動性のリスクを伴っておりますが、月次での資金繰り管理を行っ

ております。

③  金融商品の時価等に関する事項についての補足事項

金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価格

が含まれております。当該価格の算定においては変動要因を盛り込んでいるため、異なる前提条件を採用

することにより、当該価格が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

平成22年６月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。

(単位：千円)

　 貸借対照表計上額 時価 差額

①  現金及び預金 71,238 71,238 ―

②  売掛金 180,150 180,150 ―

③  破産更生債権等 1,581 1,581 ―

    貸倒引当金 △1,551 △1,551 ―

④  買掛金 (78,997) (78,997) ―

⑤  未払法人税等 (3,532) (3,532) ―

⑥  未払消費税等 (14,548) (14,548) ―

⑦  預り金 (4,994) (4,994) ―

⑧  長期借入金 (1,792,061) (1,785,055) △7,005

⑨  長期未払金 (212,005) (208,377) △3,628

(注) １．負債に計上されているものについては、(  )で示しております。

２．長期借入金及び長期未払金には１年以内に期限が到来する借入金及び未払金を含んでおります。

３．非上場株式(貸借対照表計上額  関係会社株式35千円)及び長期預り金(貸借対照表計上額  株主からの長期

預り保証金40,000千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価

を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。

４．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

①  現金及び預金、②  売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

③  破産更生債権等

破産更生債権等については、回収実績による回収見込額等に基づいて貸倒引当金を算定しているため、時価

は決算日における帳簿価額から貸倒引当金を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価として

おります。

④  買掛金、⑤  未払法人税等、⑥  未払消費税等、⑦  預り金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

⑧  長期借入金、⑨  長期未払金

長期借入金及び長期未払金の時価については、元利金の合計を新規に同様の借入を行った場合に想定され

る利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、長期未払金には、短期間で決済される未払金

が含まれておりますが、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

５．金銭債権の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

　 １年以内

①  現金及び預金 71,238

②  売掛金 180,150

合計 251,388

(注)  破産更生債権等(1,581千円)は、償還予定額が見込めないため、記載しておりません。

６．長期借入金及びその他の有利子負債の返済予定額

附属明細表「借入金等明細表」をご参照ください。

　

(追加情報)

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号  平成22年３月10日)及び「金

融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号  平成20年３月10日)を適用し

ております。
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当事業年度(自  平成22年７月１日  至  平成23年６月30日)

１．金融商品の状況に関する事項

①  金融商品に対する取組方針

当社は、さらなる事業拡大を図るため、リサイクル施設並びに機械装置に対する設備投資計画に照らし

て、必要資金を銀行借入等により調達しております。一時的な余剰資金につきましては、主に銀行預金等

に限定し、余資運用は行わない方針であります。デリバティブ取引は借入金の金利変動リスクを回避する

ために限定し、投機的な取引は行わない方針であります。

②  金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金は、取引先の信用リスクを伴っておりますが債権管理規程、販売管理規程に基づ

き、期日ごとの入金管理、未回収残高管理を行い、各取引先の信用状況を把握する体制となっております。

営業債務である買掛金及び未払金は、その大半が２ヶ月以内の支払期日であります。

短期借入金、長期借入金及び長期未払金は、主に事業拡大を目的としたリサイクル施設等に係る資金調

達であります。

営業債務や借入金等の流動負債は、流動性のリスクを伴っておりますが、月次での資金繰り管理を行っ

ております。

③  金融商品の時価等に関する事項についての補足事項

金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価格

が含まれております。当該価格の算定においては変動要因を盛り込んでいるため、異なる前提条件を採用

することにより、当該価格が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

平成23年６月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。

(単位：千円)

　 貸借対照表計上額 時価 差額

①  現金及び預金 49,695 49,695 ―

②  売掛金 238,520 238,520 ―

　　貸倒引当金 △5,865 △5,865 ―

③  破産更生債権等 1,428 1,428 ―

    貸倒引当金 △1,428 △1,428 ―

④  買掛金 (126,744) (126,744) ―

⑤  未払法人税等 (3,387) (3,387) ―

⑥  未払消費税等 (8,396) (8,396) ―

⑦  預り金 (5,742) (5,742) ―

⑧　短期借入金 (55,954) (55,954) ―

⑨  長期借入金 (1,619,555) (1,611,153) △8,402

⑩  長期未払金 (199,309) (199,934) 625

(注) １．負債に計上されているものについては、(  )で示しております。

２．長期借入金及び長期未払金には１年以内に期限が到来する借入金及び未払金を含んでおります。

３．非上場株式(貸借対照表計上額  関係会社株式35千円)及び長期預り金(貸借対照表計上額  株主からの長期

預り保証金40,000千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時

価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。

４．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

①  現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

②　売掛金、③  破産更生債権等

売掛金及び破産更生債権等については、回収実績による回収見込額等に基づいて貸倒引当金を算定してい

るため、時価は決算日における帳簿価額から貸倒引当金を控除した金額に近似しており、当該価額をもって

時価としております。

④  買掛金、⑤  未払法人税等、⑥  未払消費税等、⑦  預り金、⑧　短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

⑨  長期借入金、⑩  長期未払金

長期借入金及び長期未払金の時価については、元利金の合計を新規に同様の借入を行った場合に想定され

る利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、長期未払金には、短期間で決済される未払金

が含まれておりますが、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

５．金銭債権の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

　 １年以内

①  現金及び預金 49,695

②  売掛金 238,520

合計 288,216

(注)  破産更生債権等(1,428千円)は、償還予定額が見込めないため、記載しておりません。

６．長期借入金及びその他の有利子負債の返済予定額

附属明細表「借入金等明細表」をご参照ください。
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(有価証券関係)

前事業年度(平成22年６月30日)

子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式35千円)は、市場価格がなく、時価を把

握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

　

当事業年度(平成23年６月30日)

子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式35千円)は、市場価格がなく、時価を把

握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

　

(デリバティブ取引関係)

前事業年度(自  平成21年７月１日  至  平成22年６月30日)

ヘッジ会計が適用されないデリバティブ取引

金利関連
　

区分 種類

当事業年度(平成22年６月30日)

契約額等
(千円)

契約額等のうち
１年超(千円)

時価
(千円)

評価損益
(千円)

市場取引以外
の取引

金利キャップ取引 604,000 460,000 228 228

合計 604,000 460,000 228 228

(注)  時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

　

当事業年度(自  平成22年７月１日  至  平成23年６月30日)

ヘッジ会計が適用されないデリバティブ取引

金利関連
　

区分 種類

当事業年度(平成23年６月30日)

契約額等
(千円)

契約額等のうち
１年超(千円)

時価
(千円)

評価損益
(千円)

市場取引以外
の取引

金利キャップ取引 460,000 316,000 174 174

合計 460,000 316,000 174 174

(注)  時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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(退職給付関係)

　

前事業年度
(自  平成21年７月１日
至  平成22年６月30日)

当事業年度
(自  平成22年７月１日
至  平成23年６月30日)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、中小企業退職金共済制度を採用しておりま

す。

２．退職給付債務及びその内訳

該当事項はありません。

３．退職給付費用の内訳

退職給付費用は7,566千円であります。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

該当事項はありません。

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、中小企業退職金共済制度を採用しておりま

す。

２．退職給付債務及びその内訳

該当事項はありません。

３．退職給付費用の内訳

退職給付費用は8,018千円であります。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

前事業年度(自  平成21年７月１日  至  平成22年６月30日)

１．ストック・オプションに係る当事業年度における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費       1,012千円

　
２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容
　

　
平成12年

ストック・オプション
平成12年

ストック・オプション
平成22年

ストック・オプション

付与日 平成12年６月５日 平成12年６月16日 平成22年３月24日

付与対象者の区分及び数 当社の取締役  ２名 当社の取締役  ２名
当社の従業員並びに当社子
会社の取締役及び従業員
  52名

ストック・オプション数
(注)

普通株式  12,000株普通株式   4,000株普通株式   2,500株

権利確定条件
権利確定条件は付されてお
りません。

権利確定条件は付されてお
りません。

付与日（平成22年３月24
日）以降、権利行使時にお
いても当社取締役、監査役、
従業員または当社関係会社
取締役、監査役、従業員のい
ずれかの地位であることを
要する。

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはあり
ません。

対象勤務期間の定めはあり
ません。

対象勤務期間の定めはあり
ません。

権利行使期間
平成12年６月21日から
平成22年６月15日まで

平成14年８月１日から
平成22年５月31日まで

平成23年３月25日から
平成26年３月24日まで

(注)  株式数に換算して記載しております。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①  ストック・オプションの数

　

　
平成12年

ストック・オプション
平成12年

ストック・オプション
平成22年

ストック・オプション

付与日 平成12年６月５日 平成12年６月16日 平成22年３月24日

権利確定前        (株)　 　 　

前事業年度末 ― ― ―

付与 ― ― 2,500

失効 ― ― ―

権利確定 ― ― ―

未確定残 ― ― 2,500

権利確定後        (株)　 　 　

前事業年度末 12,000 4,000 ―

権利確定 ― ― ―

権利行使 12,000 4,000 ―

失効 ― ― ―

未行使残 ― ― ―

　

②  単価情報

　

　
平成12年

ストック・オプション
平成12年

ストック・オプション
平成22年

ストック・オプション

付与日 平成12年６月５日 平成12年６月16日 平成22年３月24日

権利行使価格
(円)

2,000 2,000 3,215

行使時平均株価
(円)

2,957 2,957 ―

公正な評価単価(付与日)
(円)

― ― 1,215
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３．ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法

当事業年度において付与された平成22年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は

以下のとおりであります。

　

①  使用した評価技法          ブラック・ショールズ式

②  主な基礎数値及び見積方法

　

　 平成22年ストック・オプション

株価変動性  (注)１ 71.38％

予想残存期間  (注)２ 2.5年

予想配当  (注)３ 0円／株

無リスク利子率  (注)４ 0.228％

(注) １．2.5年間(平成19年９月から平成22年３月まで)の株価実績に基づき算定しております。

２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるも

のと推定して見積もっております。

３．平成21年６月期の配当実績によっております。

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

　
４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用

しております。

　

当事業年度(自  平成22年７月１日  至  平成23年６月30日)

１．ストック・オプションに係る当事業年度における費用計上額及び科目名

売上原価　　　　　　　　  　 3,057千円

販売費及び一般管理費        1,279千円

　
２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容
　

　
平成22年

ストック・オプション
平成23年

ストック・オプション

付与日 平成22年３月24日 平成23年３月31日

付与対象者の区分及び数
当社の従業員並びに当社子会社の取締
役及び従業員  52名

当社の従業員並びに当社子会社の取締
役及び従業員  42名

ストック・オプション数（注） 普通株式   50,000株 普通株式   50,000株

権利確定条件

付与日（平成22年３月24日）以降、権
利行使時においても当社取締役、監査
役、従業員または当社関係会社取締役、
監査役、従業員のいずれかの地位であ
ることを要する。

付与日（平成23年３月31日）以降、権
利行使時においても当社取締役、監査
役、従業員または当社関係会社取締役、
監査役、従業員のいずれかの地位であ
ることを要する。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成23年３月25日から
平成26年３月24日まで

平成24年４月１日から
平成27年３月31日まで

(注)  平成23年４月22日の開催の取締役会において、平成23年６月１日付けで普通株式１株を20株に株式分割しており

ます。これにより、記載内容は調整後の株式数に換算して記載しております。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

　
①  ストック・オプションの数

　

　
平成22年

ストック・オプション
平成23年

ストック・オプション

付与日 平成22年３月24日 平成23年３月31日

権利確定前        (株)　 　

前事業年度末 50,000 ―

付与 ― 50,000

失効 ― ―

権利確定 50,000 ―

未確定残 ― 50,000

権利確定後        (株)　 　

前事業年度末 ― ―

権利確定 50,000 ―

権利行使 42,400 ―

失効 ― ―

未行使残 7,600 ―

(注)  平成23年４月22日の開催の取締役会において、平成23年６月１日付けで普通株式１株を20株に株式分割しており

ます。これにより、記載内容は調整後の株式数に換算して記載しております。

　
②  単価情報

　

　
平成22年

ストック・オプション
平成23年

ストック・オプション

付与日 平成22年３月24日 平成23年３月31日

権利行使価格（円） 161 432

行使時平均株価（円） 639 ―

公正な評価単価(付与日)（円） 61 199

(注)  平成23年４月22日の開催の取締役会において、平成23年６月１日付けで普通株式１株を20株に株式分割しており

ます。これにより、記載内容は調整後の株式数に換算して記載しております。
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３．ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法

当事業年度において付与された平成23年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は

以下のとおりであります。

　

①  使用した評価技法          ブラック・ショールズ式

②  主な基礎数値及び見積方法

　

　 平成23年ストック・オプション

株価変動性  (注)１ 80.06％

予想残存期間  (注)２ 2.5年

予想配当  (注)３ 3.5円／株

無リスク利子率  (注)４ 0.228％

(注) １．2.5年間(平成20年８月から平成23年２月まで)の株価実績に基づき算定しております。

２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるも

のと推定して見積もっております。

３．平成22年６月期の配当実績によっております。なお、当社は平成23年４月22日開催の取締役会決議により、平

成23年６月１日付で普通株式１株を20株に株式分割しております。これにより、新株予約権１個につき目的と

なる株式数10株を200株に変更するとともに予想配当を調整しております。

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

　
４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用

しております。
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(税効果会計関係)

　
前事業年度

(平成22年６月30日)
当事業年度

(平成23年６月30日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産(流動)

未払事業税 852千円

貸倒引当金 1,785

未払費用 4,377

繰越欠損金 25,579

繰延税金資産(流動)合計 32,595

 
繰延税金資産(固定)

子会社出資金 935

減価償却超過額 1,704

貸倒引当金 544

減損損失 7,464

新株予約権 411

金利キャップ資産 92

繰越欠損金 62,082

繰延税金資産(固定)小計 73,236

評価性引当金 △71,899

繰延税金資産(固定)合計 1,337

 
繰延税金負債(固定)

特別償却準備金 △3,803

繰延税金負債(固定)合計 △3,803

繰延税金負債(固定)の純額 △2,465
 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産(流動)

未払事業税 1,366千円

貸倒引当金 951

未払費用 605

繰越欠損金 23,683

繰延税金資産(流動)合計 26,608

 
繰延税金資産(固定)

子会社出資金 935

減価償却超過額 2,013

貸倒引当金 36

減損損失 10,215

新株予約権 1,152

繰越欠損金 48,493

繰延税金資産(固定)小計 62,846

評価性引当金 △11,697

繰延税金資産(固定)合計 51,148

 
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

(調整) 　

  交際費等永久に損金に算入されない項目 38.1

  住民税均等割等 31.4
 

  税務上の繰越欠損金の利用 △232.7

  評価性引当金の増減額 △578.9

  その他 △0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △701.9
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

(調整) 　

  交際費等永久に損金に算入されない項目 2.7

  住民税均等割等 4.9
 

  税務上の繰越欠損金の利用 △53.8

  評価性引当金の増減額 △153.7

  その他 △0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △159.2
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(企業結合等関係)

前事業年度(自  平成21年７月１日  至  平成22年６月30日)

該当事項はありません。

　

当事業年度(自  平成22年７月１日  至  平成23年６月30日)

該当事項はありません。

　

(資産除去債務関係)

当事業年度(自  平成22年７月１日  至  平成23年６月30日)

当社は、本社事務所の建物に係る不動産賃貸契約及び事業所の土地に係る定期借地権契約に基づき、退

去時における原状回復に係る債務を有しておりますが、当該債務に関連する賃貸資産の使用期間が明確

でなく、将来本社事務所及び事業所を移転する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積ること

ができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

　
(賃貸等不動産関係)

前事業年度(自  平成21年７月１日  至  平成22年６月30日)

重要性が乏しいため、注記を省略しております。

　
(追加情報)

当事業年度から「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号  平成20年

11月28日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第23号  平成20年11月28日）を適用しております。

　

当事業年度(自  平成22年７月１日  至  平成23年６月30日)

重要性が乏しいため、注記を省略しております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１  報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。当

社は、サービスの性質及びサービスの提供方法に基づいて事業カテゴリーを区分し、包括的な戦略の立案、

事業活動を展開しております。したがって、当社は、事業カテゴリー別に「建設系リサイクル事業」、「食品

系リサイクル事業」及び「白蟻解体工事」の３つを報告セグメントとしております。

「建設系リサイクル事業」は、首都圏近郊の廃棄物処理会社、ハウスメーカー並びに工場、倉庫、ショッピ

ングセンター等からの委託を受け、木くず、紙くず、廃プラスチック類、がれき類等の産業廃棄物及び一般廃

棄物を受入れ、当社が保有する施設において、焼却、破砕、リサイクル処理を行っております。発電施設では、

受入れた木くず等のバイオマス（生物資源）を原料とした発電により、温室効果ガスの削減を推進し、自然

エネルギーとして付加価値の高い電力販売を行っております。あわせて住宅、アパート等の新築、改築時に

発生する廃棄物を発生場所から処理施設まで運搬する収集運搬業務を行っております。

「食品系リサイクル事業」は、食品関連事業者等から委託を受け、食品廃棄物のうち、リサイクルが可能

な食品循環資源である産業廃棄物及び一般廃棄物を受入れ、当社が保有する施設において、発酵分解による

堆肥化、メタン発電による発電、乾燥及び発酵による飼料化へのリサイクル処理を行っております。当社が

保有する養豚施設において、リサイクル製品であるリキッドフィードを利用して、豚の肥育を行っておりま

す。再生堆肥の品質向上を目的として、農作物の栽培試験及び農作物の生産販売を（株）遊楽ファームにて

行っております。

「白蟻解体工事」は、建築関連事業者等からの依頼により、住宅及びアパート等の解体工事、白蟻予防工

事の見積調査及び施工を主として行っております。あわせて、リフォーム会社からの依頼により、既存住宅

の白蟻防除工事、家屋害虫の駆除工事等を行っております。

　

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であ

り、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。　
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３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前事業年度(自  平成21年７月１日  至  平成22年６月30日)

　 　
 

(単位：千円)

　

報告セグメント

合計
建設系

リサイクル事業
食品系

リサイクル事業
白蟻解体工事

売上高 　 　 　 　

外部顧客への売上高 1,164,798 267,153 171,635 1,603,587

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ―

計 1,164,798 267,153 171,635 1,603,587

セグメント利益 262,404 80,527 26,165 369,097

セグメント資産 2,005,957 494,065 58,381 2,558,404

その他の項目
　減価償却費

 
210,611

 
54,048

 
636

 
265,296

　
当該事業年度(自  平成22年７月１日  至  平成23年６月30日)

　 　
 

(単位：千円)

　

報告セグメント

合計
建設系

リサイクル事業
食品系

リサイクル事業
白蟻解体工事

売上高 　 　 　 　

外部顧客への売上高 1,234,559 282,918 185,929 1,703,407

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ―

計 1,234,559 282,918 185,929 1,703,407

セグメント利益 220,606 60,764 32,819 314,190

セグメント資産 1,961,757 519,896 60,835 2,542,489

その他の項目
　減価償却費

 
185,324

 
66,065

 
347

 
251,737
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４  報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

　 　 (単位：千円)

利益 前事業年度 当該事業年度

報告セグメント計 369,097 314,190

セグメント間取引消去 ― ―

全社費用（注） △234,470 △189,856

財務諸表の営業利益 134,626 124,333

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

　
　 　 (単位：千円)

資産 前事業年度 当該事業年度

報告セグメント計 2,558,404 2,542,489

セグメント間取引消去 ― ―

全社資産（注） 433,189 431,741

財務諸表の資産合計 2,991,594 2,974,231

（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、有形固定資産であります。

　
(単位：百万円)

その他の項目

報告セグメント計 その他 調整額（注） 財務諸表計上額

前事業年度
当該事業
年度

前事業年度
当該事業
年度

前事業年度
当該事業
年度

前事業年度
当該事業
年度

減価償却費 265,296251,737 ― ― 17,03013,967282,327265,704

（注）調整額は、主に報告セグメントに帰属しない減価償却費であります。

　
【関連情報】

当該事業年度(自  平成22年７月１日  至  平成23年６月30日)

１  製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

　
２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

　
(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記

載を省略しております。

　
３．主要な顧客ごとの情報

損益計算書の売上高の10％以上を占める主要な顧客は存在しておりません。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当該事業年度(自  平成22年７月１日  至  平成23年６月30日)

　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント

全社・消去 合計建設系
リサイクル
事業

食品系
リサイクル
事業

白蟻解体
事業

計

減損損失 ― ― ― ― 8,063 8,063

　
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当該事業年度(自  平成22年７月１日  至  平成23年６月30日)

該当事項はありません。

　
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当該事業年度(自  平成22年７月１日  至  平成23年６月30日)

該当事項はありません。　

　
　（追加情報）

当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成21年３月27

日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号  平成20

年３月21日)を適用しております。

　
(持分法損益等)

　

前事業年度
(自  平成21年７月１日
至  平成22年６月30日)

当事業年度
(自  平成22年７月１日
至  平成23年６月30日)

利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい

非連結子会社であるため、記載を省略しております。

　　　　　　　　　　同左
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【関連当事者情報】

前事業年度(自  平成21年７月１日  至  平成22年６月30日)

１．関連当事者との取引

(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

　

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

主要株主
エスシー
エス㈱
(注１)

埼玉県
草加市

50,000
廃棄物収集運
搬業・建物総
合清掃業

(被所有)
 直接  9.6
(注２)

廃棄物処理
の受託

廃棄物処理
の受託
(注３)

29,680売掛金 5,462

営業預り金
の受入

30,000
株主からの
長期預り金

30,000

利息の支払 675 ― ―

(注) １．当社取締役の野崎友義氏が議決権の過半数を支配する会社であります。

２．小林直人氏及び上竹智久氏より大量保有報告書の変更報告書の提出があり、平成22年５月６日付けで新株引

受権並びに新株引受権社債の権利行使が行われ、エスシーエス株式会社の議決権の被所有割合が11.0％から

9.6％に異動いたしました。

３．取引条件及び取引条件の決定方法等

廃棄物処理の受託については、一般の取引条件と同様に決定しております。

４．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　
(イ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

　

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員

小林直人 ― ―
当社代表
取締役社長

(被所有)
 直接 13.5

―

当社銀行借
入に対する
債務被保証
(注１)

1,698,261― ―

当社銀行借
入に対する
担保提供
(注１)

706,090― ―

ストックオ
プションの
行使
(注２)

22,800― ―

桑原光雄 ― ―
当社代表
取締役CEO

(被所有)
 直接 11.6

―

当社銀行借
入に対する
債務被保証
(注１)

837,480― ―

当社銀行借
入に対する
担保提供
(注１)

706,090― ―

(注) １．当社銀行借入に対する債務保証並びに当社株式による担保提供を受けておりますが、保証料等の支払いは

行っておりません。なお、取引金額には当該事業年度末の被保証債務額及び被担保債務額を記載しておりま

す。

２．ストック・オプションの行使につきましては、平成12年６月５日開催の臨時株主総会決議により付与された

新株引受権並びに第１回新株引受権付社債の当該事業年度における権利行使を記載しております。なお、取引

金額には当該事業年度における新株引受権の権利行使による付与株式に払込金額を乗じた金額を記載してお

ります。
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当事業年度(自  平成22年７月１日  至  平成23年６月30日)

１．関連当事者との取引

財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

　

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員

小林直人 ― ―
当社代表
取締役社長

(被所有)
 直接 13.2

―

当社銀行借
入に対する
債務被保証
(注１)

1,517,095― ―

当社銀行借
入に対する
担保提供
(注１)

637,990― ―

桑原光雄 ― ―
当社代表
取締役CEO

(被所有)
 直接 11.4

―

当社銀行借
入に対する
債務被保証
(注１)

756,726― ―

当社銀行借
入に対する
担保提供
(注１)

637,990― ―

野崎友義 ― ―

当社取締役

 
エスシーエ

ス㈱

代表

取締役社長

(被所有)
 間接  9.4
（注２）

―

廃棄物処理
の受託
(注３、４)

26,267売掛金 5,258

営業預り金
の受入

―
株主からの
長期預り金

30,000

(注) １．当社銀行借入に対する債務保証並びに当社株式による担保提供を受けておりますが、保証料等の支払いは

行っておりません。なお、取引金額には当該事業年度末の被保証債務額及び被担保債務額を記載しておりま

す。

２．野崎友義氏の間接保有は、同氏が97.5％の議決権を所有するエスシーエス株式会社の所有によるものであり

ます。

３．取引条件及び取引条件の決定方法等

廃棄物処理の受託については、一般の取引条件と同様に決定しております。

４．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
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(１株当たり情報)

　

前事業年度
(自  平成21年７月１日
至  平成22年６月30日)

当事業年度
(自  平成22年７月１日
至  平成23年６月30日)

１株当たり純資産額 6,499円13銭

１株当たり当期純利益金額 299円40銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 287円30銭
　

１株当たり純資産額 349円02銭

１株当たり当期純利益金額 29円59銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 29円34銭

 
　当社は、平成23年６月１日付けで普通株式１株を20株の
割合で株式分割を行いました。
　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合にお
ける前事業年度の（１株当たり情報）の各数値は以下の
とおりであります。
 

１株当たり純資産額 324円96銭

１株当たり当期純利益金額 14円97銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 14円37銭
　

(注)  １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。
　

項目
前事業年度

(自  平成21年７月１日
至  平成22年６月30日)

当事業年度
(自  平成22年７月１日
至  平成23年６月30日)

損益計算書上の当期純利益(千円) 33,518 74,583

普通株式に係る当期純利益(千円) 33,518 74,583

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(千円) 該当事項はありません。 同左

普通株式の期中平均株式数(千株) 111 2,520

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定
に用いられた普通株式増加数の主要な内訳(千株)

　 　

  新株予約権 4 21

普通株式増加数(千株) 4 21

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式
の概要
 
 
 
 

　平成21年９月18日定時
株主総会決議並びに平成
22年３月３日取締役会決
議に基づく第１回新株予
約権250個（2,500株）
なお、これらの概要は

「第４提出会社の状況、
１株式等の状況、(2) 新
株予約権等の状況」に記
載のとおりであります。

 
――――――
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(重要な後発事象)

前事業年度
(自  平成21年７月１日
至  平成22年６月30日)

当事業年度
(自  平成22年７月１日
至  平成23年６月30日)

───────── 当社は、平成23年７月13日開催の取締役会決議によ

り、行使価額修正条項付き第３回新株予約権を発行いた

しました。その概要は次のとおりであります。

1.割当日

　平成23年７月29日

2.新株予約権の目的となる株式の種類

　当社普通株式

3.発行する新株予約権の総数

　6,200個（620,000株）

4.発行価額

　新株予約権１個当たり1,830円

　（総額11,346,000円）

なお、発行価額の総額11,346,000円につきましては、

平成23年７月29日に払込が完了しております。

5.行使価額及び行使価額の修正条件

　当初行使価額898円でありますが、行使価額は下記概要

により修正されます。

　①修正日が、払込期日から20取引日目より後に到来す

る場合は、当該修正日の直前の金曜日の取引所における

当社普通株式の普通取引の終値の90％に相当する金額

（１円未満切上げ）に修正されます。但し、取引所にお

ける当社普通株式の普通取引の終値が653円を下回る場

合、本新株予約権の行使が制限されるため、588円が行使

価額の下限となります。

　②修正日が、払込期日から20取引日目までの期間内に

到来する場合は、修正日の直前取引日の取引所における

当社普通株式の普通取引の終値の90％に相当する金額

（１円未満切上）に修正されます。但し、取引所におけ

る当社普通株式の普通取引の終値が612円を下回る場

合、本新株予約権の行使が制限されるため、551円が行使

価額の下限となります。

　また、上記に基づき修正された行使価額が、1,224円を

超える場合は、1,224円になります。 

6.資金調達の額

　538,743,200円（手取概算額）

　資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合

算した金額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額

です。

　行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の

額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株

予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社

が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達

の額は減少します。

7.行使期間

　平成23年７月29日から平成25年７月28日まで

8.割当先

　マッコーリー・バンク・リミテッド

9.資金の使途

　廃棄物リサイクル施設への設備投資及び運転資金に充

当する予定であります。
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⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により

記載を省略しております。

　
【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

建物 1,506,99323,768 ― 1,530,761466,52460,6621,064,236

構築物 254,13423,206 ― 277,341156,09214,262121,249

機械及び装置 2,428,816126,83625,4582,530,1931,502,474174,9911,027,719

車両運搬具 41,13210,6843,72848,08839,6935,238 8,395

工具、器具及び備品 31,2266,898 2,19435,93028,6554,285 7,274

生物 1,205 2,074 244 3,035 762 761 2,272

土地 319,252 406
8,063
(8,063)

311,595 ― ― 311,595

建設仮勘定 3,941197,202197,1344,009 ― ― 4,009

有形固定資産計 4,586,703391,076236,8234,740,9552,194,202260,2022,546,752

無形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

ソフトウエア ― ― ― 12,2866,987 2,152 5,298

電話加入権 ― ― ― 912 ― ― 912

無形固定資産計 ― ― ― 13,1996,987 2,152 6,211

長期前払費用 27,721 ― 12,85614,865 ― ― 14,865

(注) １．当期減少額の（　）内は、内書きで減損損失の計上額であります。

２．当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

建物 養豚施設 肥育舎等改修工事 17,678千円

　 堆肥化施設 発酵棟屋根工事 5,500　

構築物 焼却施設 受入品目追加関連工事 12,550　

　 養豚施設 肥育舎等改修工事 8,662　

機械及び装置 焼却施設 受入品目追加関連工事 71,900　

　 　 前処理破砕機等改修工事 23,661　

　 養豚施設 自動給餌システム等設置工事 17,360　

　 　 ショベルローダ等 9,680　

　 熱分解装置 煙道ダクト等設置工事 4,235　

車両運搬具 養豚施設 肥育豚運搬車両等 10,684　

工具、器具及び備品 養豚施設 肥育施設内備品 4,179　

生物 養豚施設 繁殖用雄豚並びに雌豚 2,074　

３．当期減少額の主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置 焼却施設 エプロンコンベア 9,028千円

　 　 前処理破砕機主軸 5,790　

　 熱分解装置 ガス冷却、誘引ブロア 3,520　

車両運搬具 白井事業所 営業用車両 3,728　

工具、器具及び備品 焼却施設 計量管理サーバー 1,467　

４．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」

の記載を省略しております。
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【社債明細表】

該当事項はありません。

　
【借入金等明細表】

　

区分
前期末残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 ― 55,954 8.5 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 172,506 200,004 2.89 ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)

1,619,5551,419,551 2.98平成23年～31年

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く。)

― ― ― ―

その他有利子負債 　 　 　 　

ファイナンス・リース未払金
(１年以内返済)

12,048 17,614 3.57 ―

ファイナンス・リース未払金
(１年超返済)

26,529 44,168 2.58平成23年～31年

割賦未払金(１年以内返済) 58,143 19,336 2.90 ―

割賦未払金(１年超返済) 32,009 16,118 3.13平成23年～26年

合計 1,920,7931,772,748 ― ―

(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．その他有利子負債「ファイナンス・リース未払金」は国内のリース物件のうち、通常の売買取引に準じた会

計処理を適用している物件に係るリース料未払金残高であります。当該リース物件に係る平均利率は、リース

物件の維持管理費用相当額を含めて算定しております。

３．その他有利子負債「ファイナンス・リース未払金」及び「割賦未払金」は、貸借対照表ではそれぞれ、１年以

内返済を流動負債「未払金」、１年超返済を固定負債「長期未払金」に含まれております。

４．長期借入金、リース未払金及び割賦未払金(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年内における返

済予定額は以下のとおりであります。
　

　
１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金 911,877 94,140 94,140 86,374

ファイナンス・
リース未払金

17,614 13,520 9,756 6,794

割賦未払金 14,568 1,550 ― ―

　
【引当金明細表】

　

区分
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金(流動) 4,388 1,747 ― 270 5,865

貸倒引当金(固定) 1,551 125 ― 248 1,428

(注) １．貸倒引当金（流動）の「当期減少額の(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績比率洗替額であります。

２．貸倒引当金（固定）の「当期減少額の(その他)」欄の金額は、債権の回収による戻入額であります。

　
【資産除去債務明細表】

　　　　　該当事項はありません。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  流動資産

イ．現金及び預金

　

区分 金額(千円)

現金 466

預金の種類 　

当座預金 212

普通預金 48,296

別段預金 719

小計 49,228

合計 49,695

　
ロ．売掛金

(イ)相手先別内訳

　

相手先 金額(千円)

㈱光洲産業 32,150

㈱丸幸 13,244

積和建設千葉㈱ 11,334

九十九里町 9,723

太誠産業㈱ 6,795

その他 165,272

合計 238,520

　
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

　

前期繰越高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

次期繰越高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)
 
(Ｃ)

×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365

180,150 1,808,7261,750,355 238,520 88.0 42.2

(注)  当期発生高には消費税等が含まれております。
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ハ．仕掛品

　

品名 金額(千円)

肥育豚 9,131

合計 9,131

　
ニ．原材料及び貯蔵品

　

品名 金額(千円)

薬剤 723

薬品 830

切手 22

印紙 13

予備品 6,390

合計 7,980

　
②  流動負債

イ．買掛金

　

相手先 金額(千円)

栫築炉工業㈱ 13,849

関東資源㈱ 9,955

㈲千葉興発 7,858

㈱天昌機電社 6,611

㈲小林石油 6,223

その他 82,246

合計 126,744

　
　

ロ．短期借入金

　

相手先 金額(千円)

ファインクレジット㈱ 55,954

合計 55,954
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ハ．一年内返済予定の長期借入金

　

相手先 金額(千円)

㈱三井住友銀行 69,948

㈱日本政策金融公庫 63,072

㈱京葉銀行 20,484

㈱みずほ銀行 9,564

㈱りそな銀行 7,896

㈱東京スター銀行 7,896

㈱北陸銀行 7,896

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 5,988

㈱商工組合中央金庫 5,244

㈱東日本銀行 2,016

合計 200,004

　
ニ．未払金

　

相手先 金額(千円)

常磐建設㈱ 18,600

昭和リース㈱ 15,456

ＩＧＮ関東㈱ 11,088

東和銀リース㈱ 8,670

(財)畜産環境整備機構 5,269

その他 33,759

合計 92,844
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③  固定負債

イ．長期借入金

　

相手先 金額(千円)

㈱三井住友銀行 495,381

㈱日本政策金融公庫 446,745

㈱京葉銀行 145,104

㈱みずほ銀行 67,727

㈱りそな銀行 55,903

㈱東京スター銀行 55,903

㈱北陸銀行 55,903

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 42,452

㈱商工組合中央金庫 37,139

㈱東日本銀行 14,294

その他 3,000

合計 1,419,551

　
ロ．長期未払金

　

相手先 金額(千円)

常磐建設㈱ 46,177

(財)畜産環境整備機構 29,983

昭和リース㈱ 10,784

ＪＡ三井リース㈱ 9,553

東和銀リース㈱ 7,709

その他 2,255

合計 106,464

　

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報

　

　
第１四半期

自平成22年７月１日
至平成22年９月30日

第２四半期
自平成22年10月１日
至平成22年12月31日

第３四半期
自平成23年１月１日
至平成23年３月31日

第４四半期
自平成23年４月１日
至平成23年６月30日

売上高(千円) 384,844 438,458 405,602 474,501

税引前四半期純利益金額
又は四半期純損失金額(△)
(千円)

△25,808 33,455 9,721 11,404

四半期純利益金額又は四半
期純損失金額(△)
(千円)

△22,229 36,993 10,349 49,470

１株当たり四半期純利益
金額又は四半期純損失金額
(△)(円)

△177.13 294.77 82.37 19.63

（注）当社は、平成23年４月22日開催の取締役会において、平成23年６月１日付けで普通株式１株を20株に株式分

割しております。これにより、第１四半期、第２四半期及び第３四半期における１株当たり四半期純利益につき

ましては、株式分割前の数値で表示しております。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ７月１日から６月30日まで

定時株主総会 ９月中

基準日 ６月30日

剰余金の配当の基準日
12月31日
６月30日

１単元の株式数 100株（注）

単元未満株式の買取り 　

取扱場所
(特別口座)
東京都港区芝三丁目33番１号  中央三井信託銀行株式会社  証券代行部

株主名簿管理人
(特別口座)
東京都港区芝三丁目33番１号  中央三井信託銀行株式会社

取次所 ──────

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない

事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。

なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次の通りで

す。

http://www.fujikoh-net.co.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。

(注)  平成23年４月22日開催の取締役会決議により、１単元の株式数を10株から100株に変更しております。

なお、実施日は平成23年６月１日であります。
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、親会社等はありません。

　

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　
  (1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度(第37期)(自  平成21年７月１日  至  平成22年６月30日)

　平成22年９月28日関東財務局長に提出

　
  (2) 内部統制報告書及びその添付書類

事業年度(第37期)(自  平成21年７月１日  至  平成22年６月30日)

　平成22年９月28日関東財務局長に提出

　
  (3) 四半期報告書、四半期報告書の確認書

第38期第１四半期(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

　平成22年11月12日関東財務局長に提出

第38期第２四半期(自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日)

　平成23年２月14日関東財務局長に提出

第38期第３四半期(自  平成23年１月１日  至  平成23年３月31日)

　平成23年５月13日関東財務局長に提出

　
  (4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における決議事項）の規定に

基づく臨時報告書

　平成22年９月30日関東財務局長に提出

　
  (5) 臨時報告書の訂正報告書

訂正報告書(上記(4) 臨時報告書の訂正報告書)

　平成22年９月30日関東財務局長に提出

訂正報告書(上記(4) 臨時報告書の訂正報告書)

　平成22年10月18日関東財務局長に提出

訂正報告書(上記(4) 臨時報告書の訂正報告書)

　平成23年７月１日関東財務局長に提出

　
  (6) 有価証券届出書及びその添付書類

新株予約権の第三者割当における有価証券届出書

　平成23年７月13日関東財務局長に提出

　
  (7) 有価証券届出書の訂正届出書

訂正届出書(上記(6) 有価証券届出書の訂正届出書) 

　平成23年７月14日関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社フジコー(E05396)

有価証券報告書

82/84



独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　

平成22年９月22日

株式会社フジコー

取締役会  御中

　

清  和  監  査  法  人

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    筧          悦    生    印

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    戸    谷    英    之    印

　
＜財務諸表監査＞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に
掲げられている株式会社フジコーの平成21年７月１日から平成22年６月30日までの第37期事業年度の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表に
ついて監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表
に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監
査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた
見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と
して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、株式会社フジコーの平成22年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績
及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
　
＜内部統制監査＞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社フジコー
の平成22年６月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用
並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告
書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
は防止又は発見することができない可能性がある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠
して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な
虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行わ
れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体
としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見
表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、株式会社フジコーが平成22年６月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示
した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価
の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

※１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　

平成23年９月22日

株式会社フジコー

取締役会  御中

　

清  和  監  査  法  人

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    筧          悦    生    印

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    戸    谷    英    之    印

　
＜財務諸表監査＞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に
掲げられている株式会社フジコーの平成22年７月１日から平成23年６月30日までの第38期事業年度の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表に
ついて監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表
に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監
査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた
見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と
して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、株式会社フジコーの平成23年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績
及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
　
追記情報
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成23年７月13日開催の取締役会決議により、行使価額修
正条項付き第３回新株予約権の発行を行うことを決議し、平成23年７月29日付で払い込みを受けた。
　
＜内部統制監査＞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社フジコー
の平成23年６月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用
並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告
書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
は防止又は発見することができない可能性がある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠
して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な
虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行わ
れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体
としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見
表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、株式会社フジコーが平成23年６月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示
した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価
の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以  上
　

 

※１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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